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午前１０時００分 開議 

○議長【田村 稔君】 皆さん、ご起立願います。 

（全員起立） 

○議長【田村 稔君】 おはようございます。 

（議員・執行部 一同礼） 

○議長【田村 稔君】 ご着席ください。 

 これから本日の会議を開きます。 

 なお、議場内、暑くなっておりますので、上着の脱衣を許します。 

 ただいまの出席議員数は１６人です。 

 日程に入ります。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

 ここで、日程に入る前に、昨日上程されました議案第６０号に関し、会計管理者より発言の申し出が

ありましたので、許します。会計管理者。 

○会計管理者【保坂文代君】 昨日、平成３０年度決算書概要の説明内容に誤りがございましたので、

訂正いたします。公共下水道事業特別会計、決算書の２６５ページ、２６６ページで、下水道使用料の

収入未済額の人数につきまして８,５８２人と説明いたしましたが、正しくは８,５８８人でございまし

たので、訂正いたします。 

○議長【田村 稔君】 それでは、日程に入ります。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【田村 稔君】 日程第１、一般質問を行います。 

 なお、質問者に申し上げますが、議会会議規則及び議会の運営に関する要綱を遵守されますようお願

い申し上げます。また、執行部におかれましては、質問の内容を十分に捉え、簡潔明快なる答弁を求め

ます。 

 順序に従い、４番・神藤昭彦君の発言を許します。４番、神藤昭彦君。 

（４番 神藤昭彦君 登壇） 

○４番【神藤昭彦君】 それでは、ただいまより、通告順序に従い一般質問させていただきます。 

 まず、防災対策について、５項目伺います。 

 これまで、局地的な豪雨による災害、地震による災害が全国各地で起きており、多くの方が亡くなら

れ、また、被災されております。何十年、何百年に一度の災害、これまで経験したことのないような大

雨、それに伴う土石流、また、想定外の災害などの表現が使われるような災害が例年のように起こり、

そのような災害が起こるたびに対応力が問われます。 

 そこで、防災・減災施策、避難勧告の時期、時間など、災害が起きる前に予想される、備える時間が

あったのにできてないことで行政の責任が問われます。我が町ではありがたいことに直近こそ大きな災

害が起きてませんが、いつ何が起こるかわかりません。住民の生命を守るための対策、対応ができてい

るのか、また、災害が発生した場合の準備はできているのか。起こったときの備えとして、町民が共有

する防災意識と現状を踏まえた防災対策の整備は急務だと考えます。現状でもある程度は形になってる
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と思いますが、先日、常任委員会で三島市の防災対策を視察研修し、我が町はどうなの？ というふう

にですね、疑問を感じました。 

 そこで質問します。 

 まず１つ目に、防災に対する住民の意識向上について伺いたい。 

 ２つ目に、自主防災組織の組織数、活動内容、活動に対しての参加状況について伺いたい。 

 ３つ目に、非常食、飲料水、仮設トイレの備蓄について伺いたい。 

 ４つ目に、避難所のルールはあるのか伺いたい。 

 ５つ目に、ペットを飼っている方の避難所でのルールについて伺いたい。 

 以上、５項目伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長【田村 稔君】 執行部の答弁を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいまのご質問の１点目についてお答えいたします。 

 町民の皆様に防災への意識や知識を高めていただくため、河川が氾濫した際に浸水が想定される区域

や災害時の指定避難場所、日ごろからの家庭での防災対策の備え、非常時の持ち出し品などを掲載した

防災マップを平成３０年度に作成し、町内全戸に配布するとともに、町のホームページにも掲載するな

どし周知に努めているところでございます。 

 また、自主防災組織については、平成２７年度より順次、自治会説明会を開催し、自主防災組織の必

要性や重要性についての理解の促進に努めるとともに、設立の推進を図っているところでございます。 

 次に、ご質問の２点目についてお答えいたします。 

 現在まで２３の自治会において自主防災組織が設立されておりますが、これらの自主防災組織におい

ては防災資機材の整備はもとより、地域の子供から高齢者までが参加した防災訓練や初期消火の講習会

を実施するなど、その地域の実情に合わせた活動が行われております。 

 次に、ご質問の３点目についてお答えいたします。 

 町では大規模災害時の備えとして、上三川町備蓄計画に基づき、平成２９年度より備蓄品の計画的な

整備を進めているところでございます。平成３０年度末までに、アルファ米や缶入りパンなどの非常食

を３,８２０食、５００ミリリットルのペットボトルの飲料水を１,４４０本、凝固剤式の簡易トイレ２

台を整備しているところでございます。 

 また、上下水道課や日本赤十字社栃木県支部上三川町分区においても、災害に対する備蓄品などを所

持しております。 

 次に、ご質問の４点目についてお答えいたします。 

 避難所におけるルールの基本的な事項は定めておりますが、避難所を円滑に運営するための具体的な

ルールにつきましては、各避難所に避難所運営委員会を設置し定めていくことになっております。 

 次に、ご質問の５点目についてお答えいたします。 

 災害時におけるペットの避難については、原則として、避難所の屋外にスペースを確保することとし

ております。 

 以上で答弁終わります。 
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○議長【田村 稔君】 神藤昭彦君。 

○４番【神藤昭彦君】 それでは、再質をさせていただきます。 

 まず、防災意識についてですけれども、私も住民はですね、大分意識はあるんだと思います。ていう

のは、やっぱり台風ですとか地震が来たときの翌朝ですね、皆さん、「自宅は大丈夫だったか」とか、

「きのうの地震は大きかったよね」なんていう話が話題に上がるんで、意識はあるんだと思います。し

かしながら、意識と行動にはすごく開きがあるんだなというふうに考えています。私もですね、知人に、

「あなたの避難所どこ。知ってる？」とかって聞くと、「いや、わかんねえ」と言う方が結構多いんで

すね。やっぱそれは防災マップ配られてるんだけど、見てない方が多い。自分で行動を起こしてないで

すね。見てない。 

 また、自主防災組織についてもですね、必要性はあまり感じてないというふうに思ってます。特にで

すね、あまり災害、洪水ですとか災害の少ない自治会の方については、自分のですね、住んでる地域が、

災害が起こったときにどんなことが起こるんだろうかというのをですね、イメージが湧かないからだと

思います。上三川ですね、災害の少ない町だから大丈夫というですね、意識が高いので、危機管理意識

はですね、少し低いのかな、なんていうふうにも思います。 

 そういったですね、意識を変えるのは行政の仕事ではないでしょうかというふうに考えております。

その辺はですね、どのようにお考えになりますか。 

○議長【田村 稔君】 総務課長。 

○総務課長【石﨑 薫君】 本町は比較的災害が少ない町だと言われております。こうした中におきま

しても、田川におきましては大雨によりたびたび増水するなど、町といたしましても注視している河川

となっているところでございますが、自主防災組織の設立状況ということを見ますと、その半数以上に

つきましては、田川流域の自治会というようなことになってございますので、日ごろからの災害の危険

性というものを感じている自治会ほど、防災に対する意識は高いのだろうと考えてございます。 

 こうしたことを考えますと、議員がご発言されましたとおり、町民の方に災害に対する危機意識を持

っていただくということは大変重要なことであり、日ごろからの災害への備えを十分にしていただくと

いうことも大切なことなのだろうと考えてございます。 

 こうした中で、防災に対する意識を高めるということに関しましては、水防災意識強化週間において、

庁舎のロビーを使ってポスターの展示を、昨年度に引き続き、今年度にも行いました。また、今年の８

月の広報においては、水害のおそれがある場合の避難行動等についての周知を行ったところでございま

すが、今後におきましても、有用な方策について研究してまいりたいと考えてございます。 

 以上です。 

○議長【田村 稔君】 神藤昭彦君。 

○４番【神藤昭彦君】 今ですね、課長さんの方からお話があったとおり、町の中でもですね、防災意

識が高いところ、また低いところはあると思うんですけども、やはり、川沿いですね、川沿いのところ

は水害等でですね、防災意識が高いというふうに思ってます。町の中でもそういった川の近くのですね、

災害に対して弱いところ、また強いところっていう面がですね、ある場所だと思います。ですので、地
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域でですね、災害の起こることが少し異なってくるのかな。例えば、私の住んでるゆうきが丘なんてい

うのはあまり洪水の心配がないところなんですけども、そういった地域ごとの何か強いところ、弱いと

ころのですね、調査なんかはですね、されてらっしゃるんでしょうか。お聞かせください。 

○議長【田村 稔君】 総務課長。 

○総務課長【石﨑 薫君】 はい。地域における災害のリスクということに関しましては、水害という

ことについては、国や県で調査しました資料に基づきまして、浸水が想定される区域、また浸水した場

合に予想される水深を示した防災マップを作成しまして、各戸に配布しているというような状況にござ

います。 

 しかし、地震につきましては、そのようなことはやってございませんので、県におきまして地震被害

想定調査を実施していますので、この調査資料の活用ということに関しまして、今後、調査、検討して

まいりたいと考えてございます。 

 以上です。 

○議長【田村 稔君】 神藤昭彦君。 

○４番【神藤昭彦君】 これからですね、調査を検討されるということなんですけども、これっていう

のは、例えば、専門家なんかの知識のある方を入れて調査されるのかどうか、ちょっとお聞かせくださ

い。 

○議長【田村 稔君】 総務課長。 

○総務課長【石﨑 薫君】 地震の調査につきましては、県の方で地震被害想定調査をやってございま

して、その調査については専門家を入れた中でやってございます。場所についても、県域全域をやって

るような状況にございますので、町といたしましては、この調査資料をもとに町の危険度などについて

町民の方に周知ということを、今後、検討してまいりたいと考えてございます。 

 以上です。 

○議長【田村 稔君】 神藤昭彦君。 

○４番【神藤昭彦君】 はい。ぜひですね、専門的な方を入れてもらって、各地域ごとのですね、弱い

面をですね、洗い出してもらって、周知徹底していただければと思います。 

 先日もですね、私の住んでいるところなんていうのは、やっぱり水害はそんなに心配ないんですけど

も、私は知らないんですけども、昔、沼だったとかね、そういったことも、沼の地域に家が建ったとい

うこともあるんで、例えば、地震が来たときに液状化状態になってしまうとか、そんなことが多分ある

と思うんですよ。例えば、水害以外に火災が心配だよというふうにですね、火災のところを重点的に取

り組まなくちゃいけない地域とか、まず何かあったときに、消防車とか来る間に自分たちで火を消そう

とかっていうね、そういったところも自主防災組織がですね、自分の地域の課題、問題が分かっていれ

ば、そういうふうにですね、活動ができる、また動けるんじゃないかなと。また、自分たちで防止組織

をつくろうよというですね、声も上がってくるんじゃないかなというふうに思ってます。そういった意

味でですね、自主防災組織についても自分たちの地域の問題、課題から始めるようにですね、うまくこ

れから調査していただけるということなんで、問題、課題を提起してあげて、そうすると自分たちがど

うやって動いたらいいのかということがですね、明確にわかってくるかなというふうに思いますんで、
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そういったところをですね、はっきりさしてもらって、自主防災組織なんかもうまく立ち上げられるん

じゃないかなと。そっからですね、どんどん、自分たちの弱いとこからいろんな災害に対応するように、

自主防災組織がいろんな活動をですね、進めていけるんじゃないかなというふうに思いますんで、ぜひ、

その辺の調査、また、各地域ごとのですね、弱いとこ、強いところをですね、明確にですね、町の方か

ら教えてあげていただけたらなと思いますんで、よろしくお願いします。 

 次にですね、避難所のルールについてお聞かせください。避難勧告が出てからですね、先ほど、みん

なで集まってルール決めをするというような感じの回答だったかなというふうに思いますけども、何か

起きてから集まって考えるというのはですね、みんながどんどん避難していくところで集まって考える

のは、ちょっと厳しいんじゃないのかなというふうに思ってますんで、あらかじめですね、避難所のル

ールというかね、を決めておいて、例えば、体育館だったら、体育館のここには何々地域とか、ここに

は何々地域とかね、そういったね、細かいルールを決めておいた方がいいんじゃないかなというふうに

思いますけども、いかがお考えでしょうか。 

○議長【田村 稔君】 総務課長。 

○総務課長【石﨑 薫君】 避難所のルールづくりということでございますが、ルールについてあらか

じめ決めておくということもありますが、一方では、女性や子供、さらには高齢者など、その避難所に

避難されてきました方々の、合意形成が図られたルールづくりというものも大切なことなんだろうと考

えてございます。こうしたことで、今後、避難所が円滑に運営できるよう、また、共同生活が維持でき

るようなルールづくりというものについては、検討してまいりたいと考えてございます。 

 以上です。 

○議長【田村 稔君】 神藤昭彦君。 

○４番【神藤昭彦君】 はい。多分、今の回答ですと、早めにルールづくりをして対応していただける

という回答でよろしいですよね？ 何かあってからではなくて、もう今の時点から前もって、ルールづ

くりをして、避難所ができたときにはすぐに対応できると、いうことをやっていただけるという回答で

よろしいですか。 

○議長【田村 稔君】 総務課長。 

○総務課長【石﨑 薫君】 先ほど町長から答弁しましたように、基本的な事項的なものは定めており

ますが、詳細なことにつきましては、定めてないっていうような状況がございますんで、より具体的な

ルールづくりというものにつきましては、早急に進めてまいりたいと考えてございます。 

 以上です。 

○議長【田村 稔君】 神藤昭彦君。 

○４番【神藤昭彦君】 はい。ということで、今の回答を聞くと、準備しといてくれると、いうことで

よろしいですよね？ はい。避難所ではですね、今、先ほど言った女性ですとか、あと、お子さんです

とか、いろんなことが起きます、そういったところの人に配慮したですね、準備が必要になるんじゃな

いかなというふうに思います。例えば、女性、お子さんが、小さい赤ちゃんがいる方だと授乳所とか、

あと、更衣室ですとか、例えば、女性が洗濯をしたときに干す場所ですとか、そういったところなんか

もですね、しっかり決めておいていただけたらいいんじゃないかなと、いうふうに思いますんで、ぜひ、
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早急にですね、何かが起きる前に決めておいて、すぐ準備ができてる状態にしといていただけたらなと

いうふうに思いますんで、よろしくお願いします。 

 引き続きね、ペットの関係も同様にですね、そのようにですね、もう少し細かい部分ですね、をです

ね、決めておいていただく。ここの辺に、このグラウンドのこの場所に、ペット専用のエリアをつくる

とかね。先ほど言ってましたけども、そうしたところをですね、しっかりマップにして、すぐ何かあっ

たときに、ここには何つくる、ここには何つくる、どうするっていうところをですね、しっかり準備を

ですね、しといていただけたらなというふうに思いますんで、よろしくお願いします。 

 それからですね、備蓄費について、次にちょっとお聞きしたいなというふうに思います。今、前の同

僚議員が質問したときに、上三川に備蓄品がですね、上三川小学校にですね、備蓄品を全部置いてある

という回答があったと思いますけれども、もしですね、道が寸断されたり、地震とかで運び出せない状

況も考えられると思いますけれども、最低限ですね、各避難所に備蓄品は設定しといた方がいいんじゃ

ないかなと、いうふうに思ってますんで、そういったところのですね、お考えはどうなのかなというふ

うに思ってます。その辺をですね、お聞かせいただければなというふうに思います。 

○議長【田村 稔君】 総務課長。 

○総務課長【石﨑 薫君】 はい。備蓄品につきましては、現在では、本町においては１カ所に備蓄し

ているというようなことになってございます。そうした中で、各避難所への備蓄だと、いうことだと理

解してございますが、各避難所で収容できる想定人数、こういうものは町としても決めてございます。

しかし、実際に各避難所に避難されてくる人数を想定するというようなことは、被害の大きさによって

違ってきますんで、そうしたことについては、大変困難であると考えてございます。こうした状況を踏

まえますと１カ所に備蓄した中で、各避難所に避難されてきた方の人数に応じまして備蓄品を配布する

こととした方が、避難されてきた方々に公平に備蓄品等を配布できると考えてございますので、現在に

おいては現在の形態を維持してまいりたいと考えてございます。 

 以上です。 

○議長【田村 稔君】 神藤昭彦君。 

○４番【神藤昭彦君】 はい。例えばですね、私の言ってるのは、最低限必要なものは各避難所に置い

といた方がいいんじゃないかなというふうに思います。例えば、発電機ですとか、あと、簡易トイレで

すとか、そういう１人でも１００人でも使いますよね？ 数はあんまり関係ないですよね。そこに運び

込めなかった場合には、その方たちが少ない人数のところの人は必要ないのかどうか、っていうところ

もあるんで、最低限本当に必要なものは各避難所に設置をしといていただいて、すぐに誰でも取り出せ

るような形をとっといた方がいいんじゃないですかっていう、ちょっと質問だったんですけども、その

辺どうお考えでしょうか。 

○議長【田村 稔君】 総務課長。 

○総務課長【石﨑 薫君】 はい。ただ今、発電機とか最低限必要なものについては、各避難所への備

蓄というようなことがございましたが、現在の本町における備蓄計画におきましては、現在のところ、

各避難所に配置できる台数の備蓄ということは考えてございませんので、当分の間は１カ所に備蓄した

中で、各避難所の状況に合わせた中で配布していくということを考えているところでございます。 
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 以上です。 

○議長【田村 稔君】 神藤昭彦君。 

○４番【神藤昭彦君】 はい。そうなりますと、避難所にね、集まったところの人たちは、ここの避難

所はこれはあるけど、あそこの避難所はこれがないよと、いうことになっちゃいますよね。何で、各避

難所の全てに、同じように配分できるような備蓄品の数を準備してられてないのかっていうのがちょっ

と今、疑問に感じました。その辺はどうお考えですか。 

○議長【田村 稔君】 総務課長。 

○総務課長【石﨑 薫君】 はい。先ほど言いましたように、発電機等については避難所全てに配布で

きる台数については、現在のところ考えてないといいますか、備蓄計画ではそこまで考えてございませ

ん。ただいま議員がご発言されましたことにつきましては、今後の課題といたしまして、調査、検討し

てまいりたいと考えてございます。 

 以上です。 

○議長【田村 稔君】 神藤昭彦君。 

○４番【神藤昭彦君】 はい、分かりました。でも、早急に、この備えはやっぱりしとく必要があると

思います。ほんとに今どこで何があるか分かんないんで、今すぐ「はい」って言えないのかもしれない

けども、ここはですね、しっかり準備をしといていただかないと、町民が不安に感じるだけじゃないか

なと、いうふうに思いますんで、ぜひここ、前向きにですね、検討していただけたらなというふうに思

いますんで、よろしくお願いします。 

 それからですね、避難所なんですけども、この防災マップにもですね、載ってますが、避難所、洪水

の場合、地震の場合、ここの避難所に避難してくださいよというですね、マル・バツの印がついてます

けども、本郷小学校ですとか、明治中学校、あと本郷中学校については、洪水のときはですね、そこに

避難できないんですね。そういったときに、ほかの避難所に振り分けられるわけなんですね。その避難

所に振り分けられるんですが、単に振り分けられたときに、収容人数というのは賄えるのかどうか、っ

ていうのをちょっとお聞かせください。 

○議長【田村 稔君】 総務課長。 

○総務課長【石﨑 薫君】 はい。ただいま議員がご発言されましたとおり、避難所、上三川高校を含

めますと１８カ所ございますが、そのうち本郷中学校など３カ所につきましては、水害の場合には避難

所として使えないというような状況がございます。ただし、浸水が想定される区域につきましては、主

には、田川や鬼怒川の流域となってございますので、現在においては別の避難所に避難していただくこ

とで考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長【田村 稔君】 神藤昭彦君。 

○４番【神藤昭彦君】 今の回答ですと、賄えるということでいいんですよね？ 収容人数は大丈夫だ

よと、いうことでよろしいんですよね？ 

○議長【田村 稔君】 総務課長。 

○総務課長【石﨑 薫君】 はい。ただいま答弁いたしましたように、浸水が想定される区域につきま
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しては、田川や鬼怒川流域となってございますので、基本的な考えといたしましては、浸水で使えなく

なる避難所以外への避難ということで、町では考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長【田村 稔君】 神藤昭彦君。 

○４番【神藤昭彦君】 はい。防災対策については地域ごとの問題、課題をですね、しっかり把握して

いただいて、物なのか、人なのか、組織なのか、また、仕組みなのかですね、のことをですね、考えて、

事前・事後の備えをしておく必要があると思いますんで、また、その中でどのような行動をすればよい

のか、事前の準備、それに対しては訓練なんかも必要になるんじゃないかなというふうに考えます。 

 現状をですね、今ちょっと聞いてみると、もっと踏み込んだ取り組みをですね、もう少ししていって

いただかないと、少し不安を感じるところが多々ありますんで、ぜひですね、もう少し深く踏み込んで

いただいて、この防災対策についてはですね、実施していただけたらなと、いうふうに考えますんで、

どうぞよろしくお願いします。 

 それではですね、次に、防犯対策について３項目伺います。 

 ８月でですね、上三川地内において、８月だけで自動車の盗難事件が９件発生しましたと、先日、あ

りました。犯人逮捕に向けてですね、警察は動いていただいてると思います。その中でもですね、上三

川町として犯罪が起こりにくい、犯罪に対して抵抗力のあるまちづくり、安心・安全なまちづくりを推

進し改善を進めていただいていると思います。防災同様ですね、自分の身は自分で守るというのがです

ね、基本になるかと思いますが、犯罪の抑止に向けてもですね、町政の果たす役割が大きいものだと思

いますんで、そこで、質問をさせていただきます。 

 １つ目に、防犯意識の高揚を促すためにどのようなことを実施しているのか。 

 ２つ目に、防犯体制に関する町民満足度の目標値は２０２０年で３０％とされていますが、現在、

何％ですか。 

 ３つ目に、防犯灯の設置を要望してもなかなか設置されないと聞きますが、設置に当たってのルール

ですね、手順はあるんですかということをですね、この３項目を伺いたいと思いますんで、よろしくお

願いします。 

○議長【田村 稔君】 執行部の答弁を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいまのご質問の１点目についてお答えいたします。 

 町では防犯体制の充実を図るため、町、防犯協会及び関係機関等が一体となり、町民の防犯意識の高

揚と犯罪の起こりにくい環境づくりに取り組んでいるところでございます。主な取り組みとしては、チ

ラシ、かみたんメール、及び広報紙による防犯広報活動、立て看板等による啓発物の掲示、自治会、コ

ミュニティー、学校及び保護者を対象とした防犯教室の開催、地域の自主防犯組織による地域防犯パト

ロールなどを警察と連携して実施しております。 

 次に、ご質問の２点目についてお答えいたします。 

 総合計画に関連するアンケートは５年に１度実施しており、本年度が実施年度となっております。現

在、集計途中でありますが、おおむね前回と同様の２割程度の数字となる見込みでございます。 
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 次に、ご質問の３点目についてお答えいたします。 

 町では夜間における歩行者の通行の安全と犯罪被害を防止するため、地域の自治会の要望等により防

犯灯を設置しております。防犯上、特に必要と認められる箇所、また、ほかに照明がないかなど、周囲

の明るさの状況や設置が可能な電柱の有無などを調査した上で、優先順位、必要性の有無を判断しなが

ら順次設置しております。なお、設置に当たっては、特に児童生徒の下校時の安全を守るため通学路を

優先することとし、また、特定の地域に偏らないよう計画的に整備しているところでございます。 

 今後もより安心、安全なまちづくりに向け、町民の皆様や関係機関と連携の上、積極的な防犯活動を

推進してまいる所存でございます。 

 以上で答弁終わります。 

○議長【田村 稔君】 神藤昭彦君。 

○４番【神藤昭彦君】 はい、ありがとうございます。今のいろんな民間の方、行政、警察、民間事業

者と連携をしてですね、いろんな活動をされてるということなんで、引き続きですね、活動していただ

いて、防犯意識の向上にですね、努めていっていただけたらなというふうに思いますんで、お願いしま

す。 

 ２つ目の満足度調査については、今回まだ２割ぐらいじゃないかなと、いうのがありますけども、こ

の２割っていうのは、目標に対してあと１年で１０％上げなくちゃいけないと、いうふうにありますけ

ども、多分、今の段階では未達になりそうじゃないですか。平成２６年で１９.６％があって、今２割

ぐらいと、いう話があるんで、来年度には３０％にしなくちゃいけないと、いうふうに目標値を立てて

いるんで、何か３０％にするための挽回計画というか、目標を達成するための施策というか、そういっ

たことをですね、考えてられるのかどうか、お教えください。お願いします。 

○議長【田村 稔君】 地域生活課長。 

○地域生活課長【川島信一君】 はい。来年度に向けてということでのご質問でございますが、町長の

回答にありましたように、アンケートにつきましては５年に１回のアンケートということになりますの

で、今回のアンケートをもとに、これから５年の計画を今度立てることになります。ですので、今度、

来年に向けてというよりは、今後５年間に向けてどんな形で進めていくかという検討になるかと思いま

す。その基本となりますのは、先ほど回答にありましたように、広報活動や立て看板の掲示など、また、

自治会、コミュニティー、学校、保護者を対象とした防犯教室の開催、地域の自主防災組織による防犯

パトロール、こちらは警察と関係自治体連携して実施していくというのを強化するというのを主体とし

て方策を考えていくことになると思います。 

 以上です。 

○議長【田村 稔君】 神藤昭彦君。 

○４番【神藤昭彦君】 はい。今の回答だと、目標っていうのは、これはコミットなんですか？ ター

ゲットなんですか？ ５年ごとの、５年たってからのアンケートをとって、それから次の目標値を決め

ようって今あったんで、コミットで３０％にしたいっていう意味でやられてるのか、３０％まで行けば

いいよねみたいな、その次また考えようね、っていう感じのこれは目標値なんでしょうか。それをお聞

かせください。 
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○議長【田村 稔君】 地域生活課長。 

○地域生活課長【川島信一君】 議員ご指摘のように、確かにこれは目標値ということなので、必ず達

成しなければならない目標値だったと思います。でも、アンケートの結果を踏まえて、今までと同じ方

策ではだめだっていうことで、新たな方策なり、力を入れる部分なり、そういったところは考える必要

があると考えております。 

○議長【田村 稔君】 神藤昭彦君。 

○４番【神藤昭彦君】 はい、分かりました。コミットでやっていただいてると、いうことなんで、ぜ

ひですね、その目標に向けてあと１年ありますんで、同じことをしていたんでは多分、あといきな

り１０％上げるというのはなかなか難しいと思いますんで、今後ですね、いろいろ検討しながら施策を

考えていただいて、町民の意識をですね、上げられるように検討していただけたらなと、いうふうに思

いますんで、よろしくお願いします。 

 それから、防犯灯設置についてなんですけども、先ほど、いろんな優先順位の評価をされて防犯灯を

設置しますよということでしたけども、どういう評価をされているのか。実際に何かマトリックス表か

何かで、緊急性とか、効果とか、予算とか、そんなところをですね、マトリックスにして評価されてい

るのか。まず、そこをお聞かせください。お願いします。 

○議長【田村 稔君】 地域生活課長。 

○地域生活課長【川島信一君】 緊急性というのは重要と考えております。特に、防犯灯があることに

よって犯罪等が起こったことによって、緊急性を一番重視して考えるような形になってるかと思います。

ただ、防犯灯を設置すれば全部が解決するということではないので、その辺、どういった方策によって

防犯がなされるかというのは、多面的に考えていく必要があると考えております。 

 以上です。 

○議長【田村 稔君】 神藤昭彦君。 

○４番【神藤昭彦君】 課長の言われるとおり、防犯灯をつければ全て安全かというと、そうではない

かと思いますけども、多分、「防犯灯をつけてくださいね」というふうに自治会からお願いされるとい

うことは、まずは、地域の皆さんが、「ここがやっぱり暗くて危なそうだ」というところをですね、お

願いされるんだと思います。やたらめったらつけてくれっていう話はないと思うんですよね。ですんで、

そこにですね、満足できる数を全て付けろってことではないと思うんですけども、その緊急性とか効果

とかっていったところの判断をしながら付けていただいてると思うんで、まずはですね、最優先で防犯

灯設置ですね、実際に、やっていただけたらなというふうに考えますんで、よろしくお願いします。 

 あと、防犯灯をですね、付ける、例えば、その要望書が自治会からいっぱい上がってくると思うんで

すけども、この評価する時期と、あと、付ける時期というのはですね、決まってらっしゃるんでしょう

かということをちょっとお聞かせください。例えば、要望書が上がってきたらすぐに対応するのか、そ

れとも、１カ月ごとに要望書がまとまった時点で評価して、「ここが優先度高いよね」とかやるのか、

それとも、半年ごとにやるのか、例えば、年度末、３月に１０件、２０件集まってきたところで、優先

順位をつけて取りつける順番を決めていくのかといったところをですね、お聞かせ願えればなというふ

うに思います。 
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○議長【田村 稔君】 地域生活課長。 

○地域生活課長【川島信一君】 時期的には、１年間の要望書を取りまとめた上で、その中で重要度、

優先順位を判断して設置することで、現在、設置しております。 

○議長【田村 稔君】 神藤昭彦君。 

○４番【神藤昭彦君】 はい。そうしますと、例えば、４月の頭に要望書が上がってきましたというの

も、年度末って今おっしゃられたんでね、３月末に評価をして、それから取りつけを始めるということ

になると、日照時間が、３月につけても、夏は遅くまで明るいんでいいんだけど、９月ぐらいになって

から３月ぐらいまでって日照時間が短くなるじゃないですか。暗くなる時間が早くなるということもあ

るんで、３月よりも早く、９月ぐらいには取りつけてあげないと、やっぱ４月ぐらいにお願いしたのに

次の年の３月となると、何か対応力というか、スピード感がないなっていう感じもするんですけれども、

その辺はいかがお考えでしょうか。 

○議長【田村 稔君】 地域生活課長。 

○地域生活課長【川島信一君】 防犯灯、１年に付ける個数が決まっておりまして、それを一度に付け

れば、個数的なメリット、単価的なものが安くなりますので、現在、年度末に設置ということで実施し

ております。その時期的なものですが、この時期を、もし、では、９月に付けるようにするってことに

なると、その年の１０月、１１月に要望があったものも翌年の９月に付くというような形になりますの

で、どの時期に要望があったものがどの時期に付くということから考えると、痛しかゆしの部分がある

のかなということも考えられるのかなと思っております。 

 現在、自治会長さんも毎年代わっているような状況の中で、今後、日照時間が少なくなってくる、暗

くなる時間が長くなるときに、自治会長さんの方とも、「この地区が今度はやっぱり防犯灯必要じゃな

いか」、そんなことを分かるようなことで要望等、これから上がる部分があるんじゃないかと考えてお

ります。そういったものについて、来年度から防犯灯が付くようなことで準備をするというのが今現在

の流れでございますので、これを９月にするのがいいかどうかっていうのはまた十分検討して、どうい

うふうにやっていった方が一番いいのかというのは研究していきたいと考えております。 

○議長【田村 稔君】 神藤昭彦君。 

○４番【神藤昭彦君】 はい。ぜひですね、検討していただいて、１年、年度末じゃなくて、例えば、

半年ごとに評価するとか、そういうスパンを短くして、もっと町民に対してスピード感というか、そう

いったところもですね、アピールしていっていただけたらなと、いうふうに思います。やっぱ１年たつ

と、「何だよ、全然対応してくれねえじゃねえかよ」って、不満をですね、多分、せっかく自治会長さ

んもですね、汗水垂らして足を運んで、いろんなところを聞き回って、いろいろ地主さんとかもね、に

承諾を得たりして、判子をもらったりしてやってらっしゃるんで、そういったところをですね、もっと

町もスピード感を持ってですね、対応いただけたらなというふうに思いますけれども、町長、いかがで

すか。 

○議長【田村 稔君】 町長。 

○町長【星野光利君】 今、先ほど地域生活課長が答弁したように、今までのルールではそういうふう

になってました。これに固定して考えてるつもりはございません。今、神藤議員からお話がいろいろあ
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りましたので、町の方としても、どうやって付けた方がいいのかっていうのはこれから検討してまいり

たいと思います。防犯灯につきましては要望がありますが、地域的な偏りがないって、先ほども答弁申

し上げましたように、それとか、農作物にですね、その被害といいますか、場所によっては農作物のそ

の成長に影響があるとかっていうのもありますので、その辺の部分は地権者の方、農作者の方によくご

理解をいただきながらということになりますが、いろいろな方のご意見を聞きながら、町の方としても

再度検討してまいりたいと思います。 

○議長【田村 稔君】 神藤昭彦君。 

○４番【神藤昭彦君】 はい。ぜひ、よろしくお願いします。また、農作物なんかも今、電気をつけて

も大丈夫なＬＥＤのランプなんかも開発されてるようなんで、その辺もですね、勉強していただいて、

対策いただければなというふうに考えますんで、お願いします。 

 あと、ごめんなさい、もう１点、防犯灯について、ＬＥＤ化に防犯灯がなりましたということで、こ

のお願いをして追加で防犯灯を付けてもらう価格というか、１基幾らぐらいで取りつけられるのか、ち

ょっと教えてください。リースですね。 

○議長【田村 稔君】 地域生活課長。 

○地域生活課長【川島信一君】 はい。現在、上三川町の防犯灯はリースによって設置しております。

昨年度実施したのが２４基で、１個当たりに直しますと、何年間も払うわけなんですが、総額で２

万５,７２７円になります。税込みになります、すみません。 

○議長【田村 稔君】 神藤昭彦君。 

○４番【神藤昭彦君】 ２万５,０００円ですよね、約。２万６,０００円か。となると、１年間で何個

大体、予算が今５０万ぐらいだと思うんですけども、そうすると２５個、２０個がマックスになります

か？ ちょっと、すみません、教えてください。 

○議長【田村 稔君】 地域生活課長。 

○地域生活課長【川島信一君】 防犯灯を取りつける設置の仕方にもよります。電柱を設置しなければ

防犯灯付けられない場所等もあって、一概には言えませんけども、議員ご指摘のような、おおむね数字

になっていくかと考えております。 

○議長【田村 稔君】 神藤昭彦君。 

○４番【神藤昭彦君】 はい。毎年ですね、多分、お願いされてて、自治会長さんに、多分、２５ぐら

いなのかな？ ２０個ぐらいか。２０個ぐらい取りつけられてると思うんで、予算内でということなん

で、少し予算をですね、多めにとっていただく、なんていうことはできるんでしょうか。お聞かせくだ

さい。３０個ぐらい付けられるような。 

○議長【田村 稔君】 地域生活課長。 

○地域生活課長【川島信一君】 その辺につきましては、ちょっと財政面と相談ということになります

が、防犯に関する予算の中で調整というのも考えていかなくちゃならんと思いますので、今後検討して

いきたいと思います。 

○議長【田村 稔君】 神藤昭彦君。 

○４番【神藤昭彦君】 はい、よろしくお願いします。今、１個２万６,０００円ぐらいの防犯灯をで



51 

すね、うちの町は付けてもらえないとかって、思われるじゃないですか。うちの町、１個付けてくれっ

て、頼んでんのに、なかなかつけてくんないとか。何か、そんなこともあるんで、できればですね、そ

の年度内で、全て要望あったところは付けられるようなですね、ちょっと予算配分もですね、考えてい

ただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、時間もなくなってきたんで、次の、ボランティアの育成・活動の支援について２項目お伺

いさせていただきます。 

 ボランティア活動は、個人の自由意思に基づき、その技能や経験、時間等を活用して社会に貢献する

活動ですが、こうした活動は新しい活力を生み出す豊かな触れ合いの機会となり、人権が尊重されたコ

ニュニティーづくりの実践の活動となるものです。しかしながら、ボランティアに参加するメンバーが

減っているという状況にもあります。 

 そこで質問します。 

 １つ目に、ボランティア活動、例えば、「見守り隊」は、お願いしてもやっていただける方が集まら

ない状況と聞いていますが、ボランティアの育成に対する町の考えは。 

 ２つ目に、「見守り隊」については、冬の寒い中、夏の暑い中、毎日決まった時間に子供たちの安全

を守るために頑張っていただいています。感謝と、少しでも環境を整えてあげるために、町からの応援

として、冬用のジャンパーとかですね、夏は年１回でも飲み物などを支給するというですね、支援はあ

るのかお聞かせください。 

○議長【田村 稔君】 執行部の答弁を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいまのご質問の１点目、２点目については関連がございますので、一括し

てお答えいたします。 

 平成２９年３月に、町、社会福祉協議会が共同で策定した「第２次上三川町地域福祉計画・第３次上

三川町社会福祉協議会地域福祉計画」において、「福祉ボランティアの育成・活動支援」について定め

られており、その中で「住民や地域が取り組むこと」「社会福祉協議会が取り組むこと」「町が取り組

むこと」がそれぞれ掲げられております。 

 その中で、「町が取り組むこと」の一つとして、「町社協を通じてボランティア団体の育成支援を行

うこと」があります。町では、社協事業でありますボランティアセンター事業に対し、当該事業費の２

分の１を補助し、側面から育成・支援をしております。なお、ボランティアが活動する事業は様々ある

と思いますが、福祉関係のボランティア活動に係る必要な物品等の支援については、社協に対し、働き

かけをしていきたいというふうに思っております。 

 以上で、答弁を終わります。 

○議長【田村 稔君】 神藤昭彦君。 

○４番【神藤昭彦君】 はい。ボランティア活動については、主にですね、社会福祉協議会が統括され

てるんだと思いますけども、ボランティアの育成については、社協と具体的にですね、どういった連携

をとられて、実際にボランティアの育成をされているのかお聞かせください。 

○議長【田村 稔君】 健康福祉課長。 
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○健康福祉課長【梅沢正春君】 はい。ボランティア、社協との連携ということでございますが、町社

会福祉協議会ではボランティアの担い手育成のための事業としまして、高齢者の集まりや地域の集いで

のサポートを行うボランティアの養成や、あるいは、手話奉仕員、朗読奉仕員の育成、養成など行って

おりますが、その中の「訪問ボランティア養成講座」と「居場所サポートボランティア養成講座」、こ

ちらにつきましては、町と社協とが連携して共催という形で実施しております。 

 平成３０年度、地域の助け合い活動のため、そのためのボランティアを養成する「訪問ボランティア

養成講座」、こちらは２回開催いたしまして、２２名の方、参加がありました。また、地域の居場所で

の活動を支援するためのボランティアを育成するための「居場所サポートボランティア養成講座」

は、４回開催いたしまして、４４人の方の参加がありました。 

 以上です。 

○議長【田村 稔君】 神藤昭彦君。 

○４番【神藤昭彦君】 はい。社協ともですね、連携をとっていただいて、やられていただいてるとい

うことなんで、引き続きですね、ボランティアの育成ですね、お願いしたいなというふうに思います。 

 また、ボランティア活動の参加者ですね、６０歳以上の方が中心であると、いうふうに思います。そ

こで、例えば、近隣でいくと宇都宮市では、高齢者が充実した高齢期を送ることができるように、また、

まちづくりの担い手として活躍できるように、高齢者の社会参加や生きがいづくりを促進することを目

的に、高齢者等の地域活動支援ポイント事業というのをやられてます。これはですね、ボランティア

を１回やると、１時間につき１ポイントいただけると、ポイント制になってるんですけども。ただ

し、１日１人、２ポイントまでというのが上限になってるみたいです。そこで、ポイント交換の条件は

ですね、１人１年当たり５０ポイント。１ポイントが１００円らしいんで、５,０００円相当までがで

すね、マックスというふうにポイントが溜められるそうです。ボランティアをやるとね。 

 また、ポイント交換の対象としては、介護保険料の納付ですとか、あと、市の施設ですね、の利用の

ですね、券とか、あと、奨励品としてバスカードですとか、図書カード、ＱＵＯカード。また、こうい

ったボランティアされる方は、ポイントを溜めてボランティア団体にまたそのポイントを寄附できると

いうようなですね、そんなことも近くの宇都宮市ではやられてるんですけども、本町ではですね、その

ような施策は検討されていますでしょうか。 

○議長【田村 稔君】 健康福祉課長。 

○健康福祉課長【梅沢正春君】 はい。いわゆる「ボランティアポイント制度」のことだと思いますが、

本町におきましても今年度４月より、町社会福祉協議会と連携しまして、このようなポイント制度を実

施しております。地域の住民同士の助け合い活動に対しまして、ボランティアを行った人にポイントを

付与しまして、溜まったポイントを商品券、ベリーカードでございますが、と交換してもらうという制

度となっております。 

 この制度は介護保険事業として実施するものなので、ボランティアを受けることができる方は、居宅

要支援被保険者のうち要支援１、２の方、それと、介護予防に取り組む必要性が高く、事業対象者とさ

れるような方に限定されるんですが、また一方、担い手の方も６５歳以上の町民であるということ、そ

れと、先ほど町と共催で行っているというボランティアの育成講座とありましたが、そちらの担い手育



53 

成講座、それと「居場所サポート養成講座」、こちらを受講した方、こちらの方が担い手として参加し

ていただける制度となっております。 

 ボランティア、どのようなものが対象となるかといいますと、例えば、ごみ出しの手伝いですとか、

あるいは、簡単な家事の手伝いなど、利用者宅に訪問しましてボランティア活動を行うということ。そ

れともう一つは、介護予防・生活支援サービス事業、通所型サービスＢ、上三川の場合は、「創年倶楽

部」ですね、こちらでの運営、またその補助を行うということがボランティア活動のポイントになる要

件となっております。担い手の方にとりましても、この地域のボランティア活動に取り組むきっかけと

なると思います。ご本人にとっての介護予防の一つにもなると思います。大変有効なものであると考え

ております。 

 また、先ほど宇都宮市のポイントのこと、ございましたが、上三川におきましては、受け手と担い手

のマッチング、これにつきましては、ボランティアセンターで行っております。ポイントは、上三川で

も活動１回当たり１ポイントということで、１日２回までということになっております。１ポイント

は１００円の商品券と交換できるということで、１年間の上限は５０ポイントまで、５,０００円とい

うことになっております。 

 今年度４月からの開始ということで、８月までに相談があった件数が２８件ございました。その中で、

依頼に至った件数が１１件、で、その全てが活動の方の実施につながっておりますので、現時点ではマ

ッチング１００％となっております。 

 ちなみに、その活動の内容ですが、簡単な清掃１件、あと、草刈り２件、買い物１件、あと、これが

大変多かったんですが話し相手ということで、これが７件ございました。 

 以上です。 

○議長【田村 稔君】 神藤昭彦君。 

○４番【神藤昭彦君】 はい、ありがとうございます。ごめんなさい、勉強不足で。私、上三川のポイ

ント制度をちょっと知らなくて、申し訳なかったです。 

 ただ、例えば、見守り隊もポイントがつくんでしょうか。ちょっと教えてください、ちなみに。 

○議長【田村 稔君】 健康福祉課長。 

○健康福祉課長【梅沢正春君】 はい。先ほど、介護保険事業でやっているということで、条件が幾つ

かあったんですが、まず、その見守り隊をやっている方が、６５歳以上の町民であることが１つ条件で

ありました。それと、先ほど言いました２つの講座をどちらかを受けていただくというこちらの条件、

まず２つの条件があります。そのほか、そのボランティアの対象となる事業が、先ほど言いましたよう

に、地域で、例えば、ごみ出しを行うとか、家事の手伝いするなど、訪問してそのお宅でお手伝いをす

る、そういう形のものが１つと、あとは、居場所づくりということで、上三川でやってます「創年倶楽

部」、そちらでの活動を補助する、運営するというのが、今回のボランティアポイント制度の活動の中

身になってますので、現在やってます見守り隊の方々の活動については、ちょっとこちらの対象にはな

ってこないかなと思います。 

○議長【田村 稔君】 神藤昭彦君。 

○４番【神藤昭彦君】 はい。それではですね、ぜひ、上三川全般のボランティアをポイント付けがで
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きるような、例えば、だから、今言ったように見守り隊ですとかも全部ポイントになるような活動をで

すね、加えていただけたらうれしいなというふうに思いますんで、ぜひ、ご検討いただければなという

ふうに思います。 

 このようにですね、多くの人々が活動に主体的に参加できるような、行政としても積極的な支援を行

っていただけたらと思います。 

 以上でですね、今回の私の一般質問を終了します。どうもありがとうございました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【田村 稔君】 質問途中ですが、ここで１５分間休憩いたします。 

午前１１時０４分 休憩 

 

午前１１時１７分 再開 

○議長【田村 稔君】 休憩前に復して会議を再開いたします。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【田村 稔君】 ４番・神藤昭彦君の質問が終わりましたので、順序に従い、２番・宇津木宣雄

君の発言を許します。２番、宇津木宣雄君。 

（２番 宇津木宣雄君 登壇） 

○２番【宇津木宣雄君】 では、一般質問、通告書に従って行います。 

 ９月はですね、防災の月で、南の方では、だいぶ、台風がですね、今、２個あるんですけど、今日に

は３個になるというＮＨＫの放送がありました。 

 私からは、１点目として、自主防災組織の設立と町の取り組みの経過について。 

 町では自主防災組織の設立について推進を行っているが、現在の設置状況はどのようになっているか

質問いたします。自主防災組織の設置につきましては、前回の定例議会や２７年度定例会におきまして、

先輩議員からたびたび質問が提出されております。また、私も微力でありましたが、７年前まで消防団

長として務めさせていただきました。そうした活動の中で課題となっていたのが自主防災組織でありま

す。最近の災害は、いつ、どこで発生するか予想がつきません。上三川町は、地形的に想定される災害

は風水害ですが、昨年７月の西日本豪雨や先月２７日には、佐賀県・福岡県豪雨は、地区の住民がこれ

までに経験したことのない８月一月分が、その２倍ですね、その雨量が１日で降ってしまった。異常気

象でございます。特に、このところの豪雨は、限りなく地域に集中して降る特徴があります。 

 風水害は火災などと違い、天気予報をよく聞いてるとわかると思いますが、すぐ消防団活動を発足す

るとして、防災活動をやることができることがあると考えています。消防団員のほとんどは会社員、も

しくは町内外に勤務しています。こうした活動を行うには限界があります。地区にいる消防団員のＯＢ

や地域の活動に参加している皆さんに協力していただき、災害が予防される場合に活動していかなけれ

ば、災害を未然に防ぐことができないと思います。ご存じのとおり、消防団の身分は非常勤特別職、地

方公務員では特別職の地方公務員でありますが、自主防災組織は自治会や地域の方が自主的に活動を行

う任意団体であります。このため、自主防災組織は公務災害には該当しません。活動するに当たりまし

ては、身分や区域で危険を伴わない範囲の活動しかできません。地域の組織づくりは、行政から自治会
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を通じたＰＲやきっかけがないとなかなかまとまりがつきません。町も地域防災計画の中でも、自主防

災組織について検討されてると思いますので、現在の設置状況がどのようになっているか質問いたしま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長【田村 稔君】 執行部の答弁を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいまのご質問についてお答えいたします。 

 特に、大規模で広域的な災害が発生した場合は、「自助」、「共助」、「公助」がかみ合わないと、

防災対策がうまく働かないと考えております。こうしたことから、「共助」の要となる自主防災組織に

つきましては、平成２７年度から順次、自治会に対する説明会を開催するなどし、設立に向けて推進し

てまいりました。現在までに２３の自治会で設立されてるという状況になっております。 

 以上で答弁終わります。 

○議長【田村 稔君】 宇津木宣雄君。 

○２番【宇津木宣雄君】 はい。現在ですね、２３自治会、私がちょうどね、３年前ですかね、この自

主防災組織に対して質問いたしたときには、まだ３自治会ぐらいの流れで出来ていたと思います。それ

が今、現にね、このように２０自治会が増えたということで、町の総務課以下、いろんな流れでこうい

うふうに推進してやってくれてるんだっていう実績が残ってると思います。ただ、自治会自体が九十何

自治会あるわけでございます。最低でもね、やっぱり５０％ぐらいのそういう形の自主防災組織ができ

て、消防団と一体になって活動ができるとか、そういうのが重要かなと思います。 

 私もちょうどね、団長をやってるときに思いましたが、自分で土嚢を積んだり、また活動をしてまい

りました。周りを見ると、やっぱりこういう組織があれば、多少ね、心強くなると思います。私の自治

会もこの形で一般質問した後に、すぐ防災を考えてくれた自治会長がおられましたんで、自主防災組織

が発足できました。こういう形で自主防災組織をどんどん盛り上げて、作っていただければと思います。 

 町でも、どのようにしてこれから増やしていくか、ちょっとその辺のところを聞きたいと思います。

よろしくお願いします。 

○議長【田村 稔君】 総務課長。 

○総務課長【石﨑 薫君】 はい。今後の設立推進っていうことでございますが、先ほど町長からの答

弁がありましたように、特に大規模で広域的な災害が発生した場合においては、「自助」、「共助」、

「公助」がかみ合わないと対策がうまく働かないと考えているところでございます。また、本町の防災

体制の充実ということでも、「共助」の要となる自主防災組織につきましては、各自治会に設立される

ことが望ましいと考えてございます。今後とも、行政事務連絡委員会議や町のホームページなどを利用

しまして、自主防災組織の必要性の周知に努め、また設立を検討する自治会があれば、その自治会に対

しての説明会を開催するなど、引き続き積極的な推進に努めてまいりたいと考えてございます。 

 以上です。 

○議長【田村 稔君】 宇津木宣雄君。 

○２番【宇津木宣雄君】 今、課長から答弁ありました。やっぱり、そのようにね、１つの流れで町で

ね、自治会を作りたいという場所があれば、訪問して指導をしていただきたいと思います。やっぱり、
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人のつながりっていうか、今、ひとり住まいの家計で年寄りが多い場所が、だいぶ増えてまいりました。

やっぱりそういう流れで自主防災組織があれば、どこにどなたが住んでいるという形が分かってくると

思います。そうやって確認をしながら、人助けじゃないですけど、地域を守る。自分たちで自分の周り

は守れる形を作っていただきたいと思います。 

 では、２点目に入らせていただきます。２点目は、消防団に対する支援について。 

 １点目として、来年は、本町の消防団が河宇の代表として栃木県消防操法大会に出場するが、その活

動に対し、町ではどのような支援を考えているかについて質問します。 

 ９年前、本町消防団は県大会におきまして、ポンプ自動車の部で第３分団第３部が優勝し、栃木県代

表として全国大会に出場しました。また、昨年は、益子町消防団が全国大会に出場し、全国優勝という

快挙を成し遂げました。操法大会は、消防団員としての基本的な動作や消防機械の操作、消防ホースの

扱いなど、消防団員が総合的に必要な技術を競う大会です。町の大会は、考えてみると、来年の６月の

ころに、大体町の大会を行うわけでございます。それで、来年の７月の後半のころになると、栃木県の

大会が開催される予定でございます。全国大会っていう全国の大会があるんですけど、これが大体１０

月のころなんです。大会の参加に当たりましては、団員は数カ月前から練習を開始します。いずれの団

員も仕事がありますので、早朝や仕事の後、休日のときに練習しますので、体力を含めまして大きな労

力を費やすわけでございます。また、選手をサポートする団員や家族の負担も長い期間続きます。町で

は、団員の負担に対するために操法大会に対する支援措置がありますが、県大会は準備期間が非常に長

くなりますので、団員等の負担に応えるため、どのような支援を考えているか質問いたします。 

 また、２の２で２点目は、現在、消防団員は３分団１２部が各地区に配備されております。詰所にト

イレがない、整備されてない詰所があるため、今後の整備計画はどのようになっているか質問します。 

 消防団詰所につきましては、町当局のご尽力と地権者の皆さんのご協力により、移転や改築が計画的

に進められております。防災の基本団体である消防団活動に対する深い理解があるものと感謝しており

ます。また、団員詰所に限らず、消防車両や設備に関しても県内でもトップクラスの機械整備の充実が

なされており、他市町と比較しても大変恵まれた消防施設の中で、残念なのが団員詰所の中のトイレが

ない詰所が残されているということでございます。 

 団員詰所は、一般家庭と違い日常的に使用する場所はありませんが、災害出動や待機、訓練、部内の

会議、連絡などで団員が集まる施設となっております。こうした中、以前から団員から要望があったの

が、トイレがないっていうことでございます。都市化の中で、制服を着た団員が路上や周辺の田畑で用

を足してしまう姿はあまり良いものではありません。消防団組織は、各自治会から団員として任命され

た者が集まった組織です。その中で、各部は幾つかの自治会の団員が集まったものでありますので、し

たがって、詰所から自宅が近い者と、また遠く、車で集まらないとならない団員もおります。トイレの

整備については、数年前の一般質問に対しても、詰所の建て替えとともに、あわせて計画的に整備して

いくという説明がございました。その後の計画はどのように進められているか質問いたします。よろし

くお願いします。 

○議長【田村 稔君】 執行部の答弁を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 
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○町長【星野光利君】 ただいまのご質問の１点目についてお答えいたします。 

 過去に本町の消防団が栃木県消防操法大会に出場した際は、選手の強化を図るための報酬の確保や消

防ポンプなどの操法大会に使用する機械器具のメンテナンス、消防ホースなどの備品整備などを行って

まいりましたので、令和２年度に出場が予定されております栃木県消防操法大会においても、このよう

なことを参考に支援を行ってまいりたいと考えております。 

 次に、２点目についてお答えいたします。 

 現在、消防団員詰所は１２カ所がございますが、そのうち４カ所においてはトイレが未整備となって

おります。また、トイレが整備されていない消防団員詰所においては老朽化が進んでいるものもござい

ます。このような状況を踏まえ、トイレ整備が必要となっております４カ所のうち３カ所は、詰所の建

て替えと合わせて、１カ所はトイレのみの整備を計画しているところでございます。 

 こうした中、令和２年度に１カ所のトイレ整備を詰所の建て替えと合わせて行うべく、今年度に測量

設計に係る予算を計上しているところでございます。 

 以上で答弁終わります。 

○議長【田村 稔君】 宇津木宣雄君。 

○２番【宇津木宣雄君】 はい。１点目のですね、栃木県操法大会に参加するに当たりまして、全国大

会に行ったときはポンプ車、自動車の部でありました。でも、今度はですね、小型式の持ち歩きのする

ポンプでございます。ちょうどね、私、団長のときにですね、可搬ポンプは全国大会へ行く枠がないっ

ていう話が出ましたので、宇都宮市との話し合いでちょうど輪番制を崩しましてね、やっと、これが実

現して、来年度の県大会に、可搬の部が全国を目指してやれるようになりました。ですので、今のポン

プも性能はいいんですけどね、河川敷とかそういう火災で大分使っていますんで、傷みもあると思いま

す。やっぱり先ほど町長が言ってくれましたが、メンテナンスしてね、ある程度使いやすくしてくれた

と思いますが、この、また、操法っていう形になりますと、それに合った操法用のポンプがメーカーで

あるという話がありました。また、あのホースなんかもメーカーさんに聞くと、操法用で抵抗力の少な

い水圧のね、そういうホースがございます。そういうのがございますんで、町のお考えを、もう一度ど

のように持ってっていただけるか聞きたいなと思いますんで、よろしくお願いします。 

○議長【田村 稔君】 総務課長。 

○総務課長【石﨑 薫君】 はい。県大会に向けまして新たなポンプを導入する考えは、ということで

ございますが、操法大会に向いていると言われてございます可搬ポンプにつきましては、小排気量で高

出力であるということで、２ストロークエンジンの可搬ポンプであると承知してございます。こうした

中で、現在、本町の消防団が使用しております可搬ポンプについては、排気ガス中の有害物質が少なく、

また、排気音も小さい、さらには耐久性が高いということで４ストロークのエンジンの可搬ポンプを使

用してございますので、操法大会のためだけを考えまして２ストロークエンジンの可搬ポンプを導入す

るというようなことにつきましては、現在のところ考えていないところでございます。 

 また、ホースということにつきましては、今後、検討してまいりたいと考えてございます。 

 以上です。 

○議長【田村 稔君】 宇津木宣雄君。 
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○２番【宇津木宣雄君】 大変ありがとうございます。今、課長からお話がありましたが、ポンプを入

れ替えるということは、これは大変なことだと思います。町にはね、消防団長以下、幹部が２０名おら

れるわけでございます。そういう中でね、勧誘も図っていただいて、いい方向に持っていっていただけ

れば幸いと思います。この執行部にも２名の方が、やっぱり私と一緒にこの町を守るために活動をして

きてくれました。また、指導していただきました。そのような形でやってこられましたんで、これを生

かしながら、また内容を踏まえてね、全国にも一緒に行っていただきましたんで、中身は分かっていた

だいてますんで、そういう形で指導もしていただければ、いい方向に持っていけるんじゃないかなと思

ってます。 

 また、次のですね、詰所の問題なんですけど、今、第３分団第１部、第３分団第３部、また、第１分

団第２部と、３カ所が古いままの詰所でございます。建て替える話も出てましたんで、大変、いい方向

にまた、向かっているんだなとも思っております。予算もだいぶかかる問題でございます。それを考え

ると強くは言えませんが、だんだん直しながらやっていっていただければ幸いと思います。 

 トイレにつきましてはね、１つ付けていただいて、そのうち建て替えとともにね、みんな新しくなっ

ていくんだと思います。消防団には年に２回の管理調査っていう、詰所を見たり、また、機械器具の整

備、性能を見たり、そういう分野があります。それをね、本当にみんなが一体になってやってくれてま

すんで、すばらしい方向に消防団の活動も持っていけるように、我々も支援していかなくてはならない

と思ってますんで、何卒よろしくお願いいたします。 

 以上で私の一般質問を終了させていただきます。ありがとうございました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【田村 稔君】 質問途中ですが、ここで昼食のため休憩といたします。 

 午後１時、再開といたします。 

午前１１時４４分 休憩 

 

午後１時００分 再開 

○議長【田村 稔君】 休憩前に復して会議を再開いたします。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【田村 稔君】 ２番・宇津木宣雄君の質問が終わりましたので、順序に従い、９番・勝山修輔

君の発言を許します。９番、勝山修輔君。 

（９番 勝山修輔君 登壇） 

○９番【勝山修輔君】 私から質問に入らせていただきます。 

 １点目、都市公園の管理についてで、２つほどお聞きしたいと思います。 

 １つ目は、都市公園管理に係る過去４年間の指名競争入札の状況、業者名、入札業者数・名、落札価

格、落札の比率はどのようなものかについて、町長の答弁をお聞かせください。 

 ２つ目、都市公園の利用促進や魅力アップのために、指定管理制度の導入する考えはないか。 

○議長【田村 稔君】 執行部の答弁を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 
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○町長【星野光利君】 ただ今のご質問の１点目についてお答えいたします。 

 平成２７年度から平成３０年度の４年間における都市公園管理にかかわる入札は３２件となり、入札

の指名業者は上三川町建設工事等請負業者選定要綱等に基づき、町内の造園業者７社を指名し、入札に

付しております。 

 入札の状況といたしましては、落合東光園は２３回指名し、そのうち４件を落札しました。また、香

花園は２２回指名し４件を、多功造園は２６回指名し８件を、やしま創苑は３２回指名し８件を、三ツ

和造園は２５回指名し４件を、小島造園は２９回指名し４件を落札いたしました、なお、サカエセブン

グリーンは２３回指名いたしましたが、落札はございませんでした。 

 また、落札金額及び落札率は、平成２７年度は税抜き価格１１０万円から９４０万円、落札率

は９６.５％から９８.０％、平成２８年度は１８６万円から９４６万円で、９７.４％から９７.６％、

平成２９年度は２０４万円から１,０２０万円で、９７.１％から９７.７％、平成３０年度は２３４万

円から１,０９５万円で、９７.２％から９７.６％でございました。 

 次に、ご質問の２点目についてお答えいたします。 

 本町の管理する都市公園は、主に近隣に居住する方の利用を目的とした住区基幹公園であります。現

在、公園の管理は、利用者が安全かつ快適に利用できるよう、地元の造園業者への委託による除草や樹

木の剪定、薬剤防除、施設の清掃等業務と警備会社による夜間巡回業務等を実施しております。 

 また、公園愛護会では、身近な公園の美化活動を各地域の住民の方々に積極的に行っていただいてお

ります。一部、有料施設の受付業務を指定管理者により実施しておりますが、それ以外の公園の管理に

ついては、現在、民間事業者等による良好な管理が行われており、住民からの陳情も少ないことから、

今のところ指定管理者制度を導入する考えはございません。 

 以上で答弁を終わります。 

○議長【田村 稔君】 勝山修輔君。 

○９番【勝山修輔君】 今、町長に答弁をもらったので、一応、参考までにお話ししますが、２７年

度、２８年度、２９年度、３０年度の３カ年は、上三川町城址公園ほか３公園の委託業務で、予定額

が４７６万２,８００円で、競争入札して三ツ和造園が４,６４４万円で落札しております。この金額は、

毎年、若干の違いはありますが、全て三ツ和造園がその４カ年を全部入札してます。４カ年の合計

が２,０２２万８,４００円でございます、合計ですね。 

 それから、しらさぎ公園ほか６公園の業務委託が、予定額が最初が４,４００万、若干の違いはあっ

ても約４００万であるというふうに認識している。小さく見ると、１カ年ずつの金額の違いは全部載っ

てますが、それを言っても仕方のないことで、それは小島造園が総額１,６３４万４００円で落札して

おります。これを全て言っていきますと、競争入札ということでやったのに、３年間も４年間も同じ業

者が落としてるということです。これが、どうして競争入札なのか、私は聞いてみたいと思っておりま

す。 

 それで、これ、全て調べておきましたが、何の変わりもありません。４年間全て同じ業者が落札しま

した。金額の違いはほぼありません。それで、一個一個、一つ一つ言うと、富士山公園は、２８年度は

マイナス２万１,０００円でした。次は、３２万４,０００円の違いがありました。次は、マイナス２
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万１,０００円の違いでした。これ、書いていきますと、みんな合ってるんですね。これをどうしてこ

ういうふうなことになるのかなと思って、坪数で割ってみました。私は平米数が分かりませんので、坪

数でやりました。城址公園の坪数は４年間の平均が坪７１７円です。しらさぎ公園は４６２円です。次

は２４７円といって、坪単価でこういうふうな平均も出ます。これを見ると、この、町が公園の管理を

するときに、７業者からそれぞれ見積もりを取るそうです。それで、町が「これは幾らぐらいだよ」と

いうことで、計算をして、入札価格を決めます。それで、入札価格を決めて競争入札にかけるんですが、

木が１本幾らか、草取りが幾らかっていうのは、この７業者が出したものです。「これ、出してもらわ

ないでやることできないんですか」と言ったら、「できないんだ」と、こういうことなんです。 

 そうすると、私が言いたいことは、なぜこういうふうなことが「入札です」と言えるのか、町長、お

答えくださいますか。 

○議長【田村 稔君】 執行部の答弁を求めます。町長。 

○町長【星野光利君】 入札に関しては指名とか、その内容について、私は細かく把握してないところ

もございますので、担当課長より説明させます。 

○議長【田村 稔君】 総務課長。 

○総務課長【石﨑 薫君】 はい。このたびの都市公園の管理業者を決めるに当たりましては、指名競

争入札に付して管理業者を決めております。適正な入札を行った結果といたしまして、毎年同じ業者が

落札してるというような状況にございます。 

 以上です。 

○議長【田村 稔君】 勝山修輔君。 

○９番【勝山修輔君】 そうするとですね、競争入札をするんですから、まず、根本を町の業者に見積

もらして、ただでもらいます。この公園はどのぐらいですか、草むしりは幾らですかって、もらうんで

すね。もらった中から町が算定をして、この入札価格を決めます。その算定する元は６業者、７業者が

出したものですから、当然同じものですよ。ですから、競争入札するのに、あなた、あなた、あなたっ

ていうことで、誰が話しても同じことなんですよ。 

 私がちょっとお聞きしたいのは、最初に、町長、１つだけ聞いてもいいですか。町長は議会で答弁し

たことは覚えてますよね？ この覚えていた答弁が私の答弁と違うことを言う理由は、人に書いてもら

ったもので答弁してんでしょうか？ そうじゃないとしたらですね、町長は「公園はやらないよ」とい

うことを言ったんですが、この間は、「公園を町のために、活性化のために、居住者をたくさん呼ぶた

めにやるんだよ」ということを話しするんですね。私には「しない」、自分では「する」って言うんで

す。どっちが本当なんでしょうか。 

○議長【田村 稔君】 町長。 

○町長【星野光利君】 一応、質問の内容が理解できないので、もう一度お願いします。 

○議長【田村 稔君】 勝山修輔君。 

○９番【勝山修輔君】 予算書の説明でですね、町長は、「市街地における公園整備を推進し、居住環

境の向上を図り、住宅の取得を補助し、定住者の増加」と言ってるんですね。私には「やらない」と言

ったんですよ、公園の整備は。整備はやらないのが、今度は整備をするってことじゃないんでしょう
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か？ これ、違うんですか。どうなんです？ 

○議長【田村 稔君】 町長。 

○町長【星野光利君】 公園整備は、町の計画のとおりに、計画にのっとって進めていくということで

ございます。 

○議長【田村 稔君】 勝山修輔君。 

○９番【勝山修輔君】 じゃあ、私の答弁で「公園を何とかしてください」って言ったときに、「やら

ない」なんて言わない方がいいんじゃないですか。「やる」と言ってんだからここで。ですから、私は、

どうしてこの公園が花も咲かない、寄附をもらっても要らない、花が咲く前に木を切っちゃう、ものが

ならない、ほかの行政とどこが公園が違うかって言いますと、上三川にある公園は木の生えてる空き地

だよって言うんです。公園というのは、もっと公園らしいものがあるんだ。昔でいえば、ブランコがあ

った。何とかジムってのがあった。そういういろんなものがあって、公園だって言うんです。うちの町

にあるのは、何十カ所ってあるのは、全て木があって広い空き地があるだけだ。花も咲かない。それが

公園だと言ってるんですから、その公園にこんだけの毎年毎年お金をかけてですね、整備をしていくも

のは何があるんでしょうか。教えていただけますか。 

○議長【田村 稔君】 町長。 

○町長【星野光利君】 当然、木があればですね、木の剪定も必要でしょうし、毛虫等の防除、芝が生

えてれば芝の刈り込み、やることはたくさんあると認識しております。 

○議長【田村 稔君】 勝山修輔君。勝山議員、通告趣旨に従って質問してください。 

○９番【勝山修輔君】 はい。そうすると、私が町民からね、花木がないって言われるのは、どういう

理由で花木が少ないんでしょうか。そうすると、業者のために剪定する木を多くしたと、花木は面倒く

さいから置かないと、そういう趣旨なんでしょうか。 

○議長【田村 稔君】 町長。 

○町長【星野光利君】 当時の、その、作った時にはですね、そういった木を植えた方がいいだろうと

いう判断のもとに、今ある木が植わってるんじゃないかなというふうに考えております。 

○議長【田村 稔君】 勝山修輔君。もう一度言います。質問要旨の明細に従って質問をしてください。 

○９番【勝山修輔君】 はい。そうするとですね、町長が町長になったときは、もう公園はできてます

から、町長の意思で木が植えたということはないんですが、公園整備っていうのは、毎年お金がかかる

もんですから、芝を刈ったり、木を剪定したりするのは当然なんですね。ただ、私が言うのは、花木が

なくて寂しいよと、どこ行っても同じだよと、木のある空き地だよって言われるぐらい寂しいことはな

いんじゃないかというふうに思ってるんですね。公園管理を委託して、大きく１０カ所、２２施設にな

ってますが、その業者に当たってはですね、指名競争入札だって言うんですが、先ほど言ったとおり、

毎年同じ人が入札するんですよ。金額の違いを言うとですね、何でって私が言われるんで言いませんが、

違いはですね、例えば、桃畑の公園で言いますと、２７年と２８年の違いは１８万３,５００円で

す。２８年と２９年の差は４４万２,８００円でした。３０年度は１８４万６,８００円と言うんだね。

これだけ違う金額がどうして出てくんだかなっていうことなんですね。同じ人が同じことをやってるの

に。この元は何なんですかっていうことなんですね。そうすると、一番に言ったように、業者からもら
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ったもので算定して入札価格を決めるって言うんです。それを、３０年は１,１００万円だったんで

す。２７年は８９３万１,６００円だったんですよ。同じ業者が入札してる。これをどんなふうに考え

たらこういうことになるんだか、ちょっと教えていただけますか。 

○議長【田村 稔君】 都市建設課長。 

○都市建設課長【鶴見幸一君】 ただいまの議員の質問に対してお答え申し上げます。 

 公園の維持管理につきましては、生えております木の剪定、またはですね、芝刈り、そういったもの

を委託しているわけなんですが、樹木につきましては、例えば、樹径、その他、幹回り周、そういった

もので算定しておりまして、年々大きくなったりですね、あとは、芝刈りの、例えば、繁茂状況により

まして、回数を変えたりしております。先ほど、議員より指摘がありました、桃畑緑地公園、こちらに

つきましては、２８年度に芝刈りのほうを３回実施いたしました。それで、２９年度は、やはり繁茂の

状況を確認しまして、４回、芝刈りのほうを実施したことによって金額が増えているところでございま

す。いずれにしましても、公園にあります、その樹木等の本数とかですね、あとは規模によって金額の

ほうが変わっていくような形になっております。 

 以上です。 

○議長【田村 稔君】 勝山修輔君。 

○９番【勝山修輔君】 木は年々太ることはわかりますが、１年で１センチのものが１メーターにはな

りませんよね。木ってのは年輪がありまして、１年に１つずつ年輪が増えるというふうに私は学校で教

わりました。その広がる数字は何ミリのものですよ。それがどうして今の答弁じゃ、大きくなったから、

じゃ、４年間でこんだけ大きくなったっていうのは年輪にしたら何センチですか。それがこの値段にな

るってことが私は不思議なんです。これの元金を、もとの値段を算出するのに業者からただでもらうん

だそうです、調べたもの。それを全部集めて、職員がこのぐらいだろう、このぐらいだろうっていう平

均を出すっていうんです。私の言うのは、それもやめるべきじゃないかと。毎年同じじゃないなら。そ

れで、それを委託することによって、私が何か調べると、情報公開するのに非常に仕事ができないとい

うようなことを答弁で言われましたから、それじゃあ、私はこれをなくしたら職員がその分だけほかの

仕事をできるんじゃないかとつけ加えたいぐらいです。そうすると、何を根拠にこんだけ違いが出てく

るのかなということが不思議でならないということなんですね。どなたかこれがはっきり、これだから

こうなるんだという明確なことを言える方おりますか。明確に答えられる方、どうしてこんだけの違い

が出るか。よろしくお願いします。 

○議長【田村 稔君】 今、都市建設課長が説明、じゃあ、再度いいですか、グラスの刈る回数。 

○都市建設課長【鶴見幸一君】 済みません、補足させていただきます。一般的にですね、県とか、あ

とそういったところに「歩掛」ってものがございまして、例えば、１本当たり……。 

○９番【勝山修輔君】 何かり？ 

○都市建設課長【鶴見幸一君】 積算の参考となる積算の基準がございます。それで、それにあるもの

はそれを使って、例えば、それに合わないものにつきましては、見積もりをとることになっているんで

すが、例えば、その積算基準の中で幹回り、例えば、剪定に係る幹回りなんですが、ある一定の規模で

金額を分けております。例えば、３０センチ未満からですね、の金額と、３０センチから９０センチ、
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またそれ以上という形で分けておりまして、例えば、そのちょうど３０センチと３１センチ、同じじゃ

ないかという意見もあるかと思うんですが、そういったところでも金額が変わっていく、ということが

ございます。またですね、あと、芝生の面積、そういったところも、若干伸びたりしまして、増えたり

することもございますので、そういったものを勘案して積算をしておりますので、毎年同じというわけ

ではございません。またですね、あと１点なんですが、それにかかる人件費、例えば、作業員にかかる

人件費も、毎年ですね、金額が変わっている、というところもございますので、数量、要は、委託する

規模以外に人件費等の、例えば、高騰とかそういったものもございますので、それが金額が変わってい

る要因ということになります。 

 以上でございます。 

○議長【田村 稔君】 勝山修輔君。 

○９番【勝山修輔君】 今おっしゃってることは理解しましたが、それじゃあ、私がついでですからち

ょっと申しますが、入札価格を平均で割って、それの平均を出すと、どの業者も大体金額がそろってく

るんですね。これもここの町の不思議なところなんですが、富士山公園、６業者８カ所、４年間

が３４０万９,２００円なんです。平均すると８５万２,３００円なんですね。これを１カ所平均にする

と１０６万という金額になるんです。次が、落合東光公園が水環境神主公園、磯川公園、４カ所でやっ

とくと平均が２１３万４００円なんですね。こうやって見ていくと、みんな金額がそろってきちゃうん

ですね。差がないんですよ。言ってる意味わかりますか、町長。差がないってこと。入札金額が大体そ

ろってきちゃうということなの。合計して、平均するとね。それが作られたもんであるならば、競争入

札をしてるんであれば、こんなことがあり得ないと思うんですが、課長、これがどうしてこんなふうに

なるんですか、お分かり……、じゃあ、向こうの、前の水道課長が答えてもいいよ、あんたが前の課長

なんだから、答えていいよ。あなたがやったこと、俺が今調べてるんだ。 

○議長【田村 稔君】 勝山議員、余計な発言をしないでください。 

○９番【勝山修輔君】 はい。 

○議長【田村 稔君】 都市建設課長。 

○都市建設課長【鶴見幸一君】 ただいまの、例えば、幾つかの公園をまとめて発注しておりまして、

それを一公園で平均しますと２００万円ぐらいだという、ことだと思うんですが、それはあくまでも平

均でそのくらいの金額で出ているもので、公園ごとに数量が異なるかと思いますので、委託する規模と

か数量が異なると思いますので、１カ所ずつはじくとですね、そういった金額にはならないのかなと思

っております。議員の方ではじかれたのが平均でということだったので、そのような回答になります。 

○議長【田村 稔君】 勝山修輔君。 

○９番【勝山修輔君】 なぜこんなことを言ってるかっていうと、競争入札でやったならば、こういう

ことがあんのは、疑うわけじゃないんですが、元を業者からもらって町が見積もって、それを発注して

やるっていうこと自体が問題があって、もらった業者は木が何本あった、何が幾らあった、芝刈りが何

回やったっていうこと知ってるわけですね。知ってるから見積もりがきちっと出るわけですよ。それを

違う人がやって見積もりをしたら、こういうことはないと思うんですね。これを悪い言葉で言ったら＊

＊してんのかなっていうことと、もう１つは＊＊してんのかなということが、私は思われてならないっ
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てこと。そんなことはないと思いますが、そういうふうなことに感じてしまうということなんですよ。

それで、今度はその公園を、全ての公園を請け負ってる公園をですよ、坪に直していくと、全て

が４５０円から、一番下が、小さいんで２００円なんですが、その全部が５５０円から４５０円の間で

大体決まってくるんですよ。そうすると、どうしてこういうふうなことが起きんのかなって思いません

か？ 町長、思いませんか。これ、私がアバウトで調べてんだから確かだとは言いませんが、平均が全

部、一番高いのが均してみれば５５０円ぐらいに落ちついちゃうんですよね。これがどうしてこんなに

ぴったり出ちゃうのかなっていうのが不思議だと、町長、思いませんか？ だから、疑われるようなこ

とがあるんじゃないでしょうかと言ってるわけだよ、私。だから、疑われないことは、きちっとやるべ

きことなんで、別にこれをやったからったって、職員の皆さんが何かラーメンでもご馳走になったとか

そんなことはないんですよ。でも、これでは業者がやってるのか、町が手伝ってるのか、意味がわから

なくなっちゃうじゃないですか。そうでしょう？ こんなにきれいに出るんですよ、これ。差し上げて

もいいですよ。間違ってるかもしれません。私は情報公開でもらったものを、事細かにこれでどうだ、

ああだと言ってして平均出したもんですから、間違ってるかもしれません。しかし、そういう四捨五入

すると、みんな平均落ちつくんですよ。おかしいと思わないですか。どうなんでしょうか。どなたが答

えるんだかわかりません。 

○議長【田村 稔君】 ９番、勝山君に申し上げます。ただいまの＊＊等の発言は不適当と思われます

ので、発言の取り消しを求めます。 

○９番【勝山修輔君】 議長、私はやってるって言ってんじゃない。思われても仕方ないんじゃないで

すかと言って、どこが趣旨に違うんでしょうか。言ってくれませんか。「そうだ」と言ってんなら、失

言だと言ってもいい。「そう思われてもしょうがないんじゃないか」と言ってるんです。 

○議長【田村 稔君】 ＊＊等の発言部分は取り消してくださいと言ってます。 

○９番【勝山修輔君】 どこが、「思われても仕方ない」ということはいけないことですか。ここは議

会でしょう？ あなたが「やってるよ」と言ったら取り消せって言われるけど、そう「思われても仕方

ないでしょう」と言ってるんです。だって、こういう金額が出たら誰だって思うでしょう？ 私が調べ

たんですよ。情報公開でもらったものを。そしたら、こういう計算になるんですよ。じゃあ、おかしい

でしょうと言ったことが、取り消すほどの問題でしょうか。何かを「やってる」って言ってるんじゃな

いでしょう。 

○議長【田村 稔君】 勝山議員、「おかしいでしょう」はいいですよ。でも、＊＊っていう言葉は。 

○９番【勝山修輔君】 ＊＊は、じゃあ、いいですよ。じゃあ、「おかしいでしょう」？ 

○議長【田村 稔君】 都市建設課長。 

○都市建設課長【鶴見幸一君】 ただいまの質問に対しましてご回答申し上げます。 

 今回、私どもの方で県の積算基準、こちらの方に単価がないものにつきましては、そちらの単価のほ

うをですね、この造園業者の方から徴収させていただいております。その中で全ての出てきた見積もり

の中から、一番安価な単価を採用しておりますので、例えば、その公園で出した業者の単価から、諸経

費とか、それを全て採用してるわけではございませんので、またですね、先ほども申し上げたんですが、

県の単価表にある単価につきましてはそちらの方を採用しておりますので、全てが業者からの見積もり



65 

ということではございません。 

○議長【田村 稔君】 勝山修輔君。 

○９番【勝山修輔君】 ですから、課長さんに、私は言ってることは、ちょっと「おかしくないか」と

いうことなんですよ。だから、見積もりは県の見積もりをとってるんだと言うんなら、県の業者にやっ

てもらったもので価格を決めてるっていうんなら分かるんですが、私の聞いてる話は、この７業者から

とって７業者が入札に参加するっていうことは、もともと書いた紙は自分で持ってるってことなんだか

ら、きれいなもんじゃないでしょうって言いたいだけなんですね。それが、誰かがどうなった、こうな

ったって言ってんじゃないんです。だから、公園はもう少し無駄なことがないように、入札なんかしな

いように、私が言うように、委託をして、金額を決めて、「何々造園さん、あなたはどこの公園は何の

公園にしたいんですか」と、「私はコブシの公園にしたいんです」と言われたら、「コブシの公園にし

てくださいよ」と。じゃ、これには予算はこれしかあげられませんけど、それでその公園が良くなかっ

たら、町民の人が「良くないよ」と言って聞けば、いい公園になるはずなんだと言って、民間委託はど

うですかっていう話をしてるわけなんですね。これだけのお金はもう毎年かかっちゃうんだから。これ

の平均を出した金額が今出てるんだから、これで民間委託をして、見積もりを取ることもない、疑われ

るような入札もない。そして、何の公園を作るかって言ったら、上三川にこんだけ公園持ってるんです。

町民に木の生えてる空き地だなんて言われないで、何の公園だっていいじゃないですか、その公園が一

つ一つできれば。そしたら、それだけ造園会社が力をかけて、「こういう公園を俺は作るんだ」ってや

ってくれてる方が、よっぽど町民にとっていいことじゃないかと思うんです。駐車場が狭い、車の町上

三川がこの公園に行ったときに、二、三台が停まるとこ、停まらないところの方が多い。それでも公園

なんですよ。名前は公園。だから、町民は木の生えた空き地だと言ってるんですよ。そうでしょう？ 

だから、私は民間委託をして、その業者にそれを任せて、それで執行部が、この公園は何の公園がいい

んじゃないですか、っていうことで、１年中どっか行けば花が咲いてるような公園ができたほうが、毎

年使うお金でできるんじゃないでしょうかと言ってるわけです。だから、こんなにお金をかけて、職員

が汗水垂らして入札をしたら、みんな金額が同じだと言うんなら、そのほうがよっぽどましじゃないか

ということを町長にお願いをして、次の質問に入りたいと思います。答弁もらった方がいいですか、町

長。私の言うような話が理解できたかどうか。 

○議長【田村 稔君】 勝山議員、誰と話してるんですか。 

○９番【勝山修輔君】 町長に。私が今言ったこと、町長に答えていただきたい。 

○議長【田村 稔君】 町長。 

○町長【星野光利君】 上三川町に３９の公園があって、先ほど申し上げましたかと思いますが、街区

公園が２２カ所ということになっております。駐車場がないというふうなお話をいただきましたが、街

区公園というのは、専らその「街区に住んでらっしゃる方」のために作られた公園でございます。この

公園の趣旨といいますと、２５０メートルを見越して作ってる公園というふうになっております。そこ

に国の補助等を入れさせていただいて作られた公園ですので、２５０メートルの中ですから、駐車場が

少ないというのは、そういう意味で少ないということであろうかというふうに思います。上三川町には、

先ほど答弁で申し上げましたように、住区基幹公園ということで、街区公園、それよりもちょっと大き
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い近隣公園、そして地区公園という、町にはその３つが住区基幹公園として、今、整備されております

が、その上のですね、都市基幹公園、総合公園とかそういったものは町の方にはございません。そうい

った性質がちょっと違うもんですから、議員がおっしゃられた駐車場をたくさん増やせとか、なかなか

そういうのは、今までの補助のメニューからして厳しいものもあろうかというふうに思います。公園に

関しては、地域にお住まいの方が手軽に利用していただいて、そして、皆さんが憩いの場になっていた

だけるよう、これからも努力してまいります。 

○議長【田村 稔君】 勝山修輔君。 

○９番【勝山修輔君】 そしたら、ついでですから、２番目に入りたいと思いますが、都市公園の集客

と活性化について。 

 １つ、人の集まる憩いの場としての公園にするためには、どのような取り組みが必要かということで

お尋ねいたします。 

○議長【田村 稔君】 執行部の答弁を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいまのご質問についてお答えいたします。 

 現在、町が管理する公園は、蓼沼親水公園や桃畑緑地公園、富士山公園など、スポーツやさまざまな

レクリエーションに利用される比較的大きな規模の地区公園や近隣公園、また、馬場公園や多功児童公

園などのように地域住民の憩いの場や、地域の子供たちの身近な遊び場である小規模な街区公園がござ

います。地区公園や近隣公園については、町公式ホームページのほか、民間の情報発信ホームページ、

また、「るるぶ」などの情報誌による周知活動を実施しており、家族連れやスポーツイベントなどで、

町内外から多くの人に利用されております。また、城址公園は、地元商店街の発案による「城址ナイト」

が定期的に開催され、地域の方々の触れ合いの場となっております。街区公園についても、自治会のお

祭りなど、地域の活性化のため利活用されております。 

 今後とも、ホームページや情報誌などによる広報活動、及び、地域住民との連携をしながら、地域に

愛される公園づくりに努めてまいりたいと考えております。 

 以上で答弁終わります。 

○議長【田村 稔君】 勝山修輔君。 

○９番【勝山修輔君】 再質でですね、町長にちょっとお聞きしたいのですが、上三川町は下野市、宇

都宮市、真岡市に挟まれております。強いていえば、結城もくっつかるといえば、くっつかるのかもし

れませんが、そこにどのくらいの公園があるか、町長は行ってみたり、何かしたことございますか。こ

の宇都宮、下野、壬生、近隣ですね。どのくらいの公園あるか、行ってみたことはありますか、ないで

すか。それだけで結構です。 

○議長【田村 稔君】 町長。 

○町長【星野光利君】 目的等があって伺ったこともございますし、プライベートで伺ったこともござ

いますが、近隣の市町にどれだけの数の公園があって、そのうち幾つ行けたかと言われると、ほんのわ

ずかな公園しか行ってないというふうに思います。 

○議長【田村 稔君】 勝山修輔君。 
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○９番【勝山修輔君】 私も全部行ってきたかっていうと、全部行ってません。それでもですね、「あ

あ、こんなもの作ってんだ」っていうようなことをやってる自治体はすごく大きいんです。うちの３倍

も４倍もお金をつくってやってらっしゃいます。それで、下野市には、ふれあい公園にはドッグランも

設備してあります。キャンプ場もあります。そんなこともご存じだったですか？ それから、壬生城に、

上三川城もありますが、壬生城は、お堀の周りにヒガンザクラを植えて花見ができて、それはそれはと

てもきれいだよというふうに、これこそ本当に町外からたくさん人が来てます。それから、壬生町では、

わんぱく公園っていうのがあります。そこへ行くと、子供が一日中遊んでられるそうです。それで、そ

ういう公園もあるんですが、上三川町に何ていう公園がネット上、まあ、ネット上じゃなくてもいいで

すよ、うちのホームページで見て、「あ、ここは行きたいな」っていうとこがあるとお思いでしょうか。

それだけでも結構です。 

○議長【田村 稔君】 町長。 

○町長【星野光利君】 蓼沼親水公園などは多くのお子様連れなどで、特にこの夏場などはですね、に

ぎわっていただいていると思っております。 

○議長【田村 稔君】 勝山修輔君。 

○９番【勝山修輔君】 １つは公園というのが、何もなくて人が来て遊ぶ公園もあります。それから、

売店や何かあって人を呼びつける公園もあるでしょう。親水公園という大きい公園がありますが、子供

たちが遊ぶ道具というんですか、それはどのくらい親水公園にはあるんだというふうに思ってますか。

町長じゃなくてもいいですよ、公園管理してる人。 

○議長【田村 稔君】 都市建設課長。 

○都市建設課長【鶴見幸一君】 はい。ただいまのご質問に対しましてお答え申し上げます。 

 蓼沼親水公園につきましては、水と緑と花をテーマにした親水公園で、「親水ゾーン」、「鑑賞ゾー

ン」、「保全観察ゾーン」、「目的ゾーン」の４つに分かれております。それぞれが、子供たちがです

ね、水にふれ合ったりとか、あとは遊具で遊んだりということで、全体的にそこで時間を過ごせるとい

った公園になっております。また、どういったもので遊ぶのかということに対しましては、遊具はです

ね、設置されているんですが、済みません、その数につきましては把握しておりません。 

○議長【田村 稔君】 勝山修輔君。 

○９番【勝山修輔君】 井頭公園というのは、これは国が作ったのか、真岡市で作ったのか、私にはそ

こまで調べてなかったんですが、それは、親水公園よりも何倍か大きいと思います。バラ園があり、何

園があり、何園がありって、ここに書いてあるだけでも８種類ぐらいあります。これで、人が来るのか

って、来てるんだよっていうことなら理解ができるわけです。これは多分、市じゃなく県が作ったもん

だと私は思ってますが、こういう公園も公園です。だから、上三川町も、公園と名の付くのがそれだけ

あるならば、「この公園はこういう公園だよ」というものを作ってもおかしくはないんじゃないですか

っていうことを、私は町長に言いたいわけです。ただ、整備してる、毎年毎年、同じ金をかけている。

かけているのは分かるんです。かけてるから、税金使ってるわけだから。でも、それをやっていて、

「ああ、すごいね」っていうところは、どっかあるって言ったら、町長がいつも言うように、私が言う

ように、上三川町に観光できるものが何かありますかって言うと、何もないっていうのが本当ですよ。
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でも、せめて、公園がこんだけの数あるんですよ。１年中花が咲く公園にしたって、今までの費用が無

駄にならないぐらいじゃないんでしょうかねっていうことは、町長、言いたいんですよ。だから、私が

質問したときに、「公園は作らないんだ」って、今度は、所信表明にはこうやって作って、住民を増や

すんだって、それじゃおかしいでしょう、ってなるんですよ。だから、この公園をどうしたらいい公園

になるかっていうことは、手と足と目と口を使って働くことじゃないんですか。ただ、毎年毎年、何百

万かけてるようじゃ、つまんないでしょう。私に調べられて、これで入札かって言われるのは恥ずかし

いことですよ。そうでしょう。１坪がみんな５００円で済んじゃうんですよって。そんなのは公園じゃ

ないんですよ。だから、こういうふうに公園っていうのは、一つ一つ魅力のあるものが公園だというふ

うに私は思ってるんです。それで、これだけのものを調べるのには、情報公開だけでも１万円ぐらい使

いますよ。ただで調べてるわけじゃないんです。その都度その都度行って、これは情報公開だ、これは

違うんだと言われて集めるんですよ。これが町民の付託を受けてる町会議員のやることだと思ってやっ

てるんですよ。賛成ってやってるだけが能じゃないんですよ。 

 質問も終わりですから、最後に、町長、リーダーシップはどこ行ったんか。失敗したっていいじゃな

いですか、何か１つぐらいやってくださいよ。毎年毎年、同じような予算で、同じような決算で、町は

良くなりますか？ 先ほども同僚議員が言ってました。防犯灯は２０個しか付けないんだ。３０個付け

たら、九十何万円になるんだというのと一緒になっちゃうじゃないですか。予算を決めたらそれでいい

んだというのは、ここにいるほかの人がやることなんですよ。町長がやることじゃないんですよ。予算

ができ上がれば、町長が判こをバタッと押せば、これで町が良くなるんだったら、毎日判こ押しゃあい

いんですよ。良くなりましたか？ どっかの議員が、何を公約でね、あれしたんだって言ってますけど、

公約ってのは、やるべきことなんですよ。絵に描いた餅じゃないんですから。職員の作った作文を読む

のが上手になった町長だねなんて言われたら恥ずかしいでしょう。町のためにもう少し働いてください

よ。ちまたでは余計なことを言うなよ、余計なことはやるなよ、課長の背中を見てりゃ、おまえも課長

になれるかもしれないよって言ってる町なんですよ。もうちょっと職員も、おかしいと思ったらおかし

いことやるんですよ。じゃなかったら、ひとつもいい町になりません。私にこれをね、調べられて、言

い方が悪いから、疑わしいから言われてるんですよ。疑わしくなかったら言わないんですよ。同じ金額

で誰が落とすんだかわかりませんが、落としたら一緒、金額が一緒だったら、そう思われてもしょうが

ないでしょう。私の質問は終わります。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【田村 稔君】 質問の途中ですが、ここで１５分間休憩いたします。 

午後１時４３分 休憩 

 

午後１時５６分 再開 

○議長【田村 稔君】 休憩前に復して会議を再開いたします。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【田村 稔君】 ９番・勝山修輔君の質問が終わりましたので、順序に従い、１４番・稲葉 弘

君の発言を許します。１４番、稲葉 弘君。 



69 

（１４番 稲葉 弘君 登壇） 

○１４番【稲葉 弘君】 ４番目ということでお疲れとは思うんですけども、ご協力お願いしたいと思

います。 

 私は、一般質問なんですけども、３点について質問をさせていただきます。町執行部の明快なる答弁

をお願いしたいと思います。 

 第１点はですね、加齢に伴う補聴器購入費の助成についてです。 

 耳が遠くなり、人前に出るのが億劫になった、補聴器が欲しい、でも、高くて手が出ない。こんな悩

みを抱える人は少なくありません。高齢化が進む日本で、難聴者は推定で１,４００万人、補聴器が必

要とみられる対象は８２０万人に上ります。今や、加齢性難聴は、隠れた社会問題と言わなければなり

ません。そこで、２点なんですけど、２点質問させていただきます。 

 補聴器の購入に対して助成した件数はということでお伺いをしたいと思います。 

 ２番目がですね、加齢が理由の補聴器購入について、費用の助成は、考えはないのかということで質

問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長【田村 稔君】 執行部の答弁を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいまのご質問の１点目についてお答えいたします。 

 平成３０年度における補聴器の助成件数でありますが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律、いわゆる障害者総合支援法に基づくものが、交付１２件、修理１１件、計２３件ご

ざいました。また、町独自の事業である軽度・中等度の難聴児に対する補聴器購入費等の助成について

は、申請がございませんでした。 

 次に、ご質問の２点目についてお答えいたします。加齢性難聴は、日常生活において不便を来し、ま

た、コミュニケーションが困難になることから、人との関わりが減少し、そのことが脳の機能の低下に

つながり、うつ病や認知症につながるのではないかと考えられております。そのため、早期の段階から

補聴器を使用することは、高齢になっても生活の質が落ちることなく、認知症の予防や健康寿命の延伸、

また、医療費抑制にも効果があるのではないかと見込まれております。 

 現在、本町におきましては、身体障害者福祉法に規定されている対象者で、一定の要件を満たしてい

る方に対する補助のみを行っておりますが、全国的に見てみますと、加齢性難聴の方に対して、補聴器

購入費用の一部補助を実施している自治体もあり、また、栃木県内におきましては、宇都宮市が補聴器

を交付しておりますが、まだ実施している自治体は少なく、また、加齢性難聴の原因は耳の機能の低下

だけでなく、加齢に伴う脳の機能低下など、さまざまな要因があり、必ずしも、全ての加齢性難聴の方

に補聴器が有効ということではなく、効果が限定的であることもあり、補聴器購入費用に対する補助に

ついては、今後の国や県内市町の動向を見据えながら検討してまいりたいと思います。 

 以上で答弁終わります。 

○議長【田村 稔君】 稲葉 弘君。 

○１４番【稲葉 弘君】 それでは、私の方から何点かなんですけども、質問させていただきます。 

 日本補聴器工業会資料によりますとね、欧米諸国と日本の補聴器の所有率は、アメリカが３０.２％、
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ドイツが３６.９％、フランスが４１％、イギリスが４７.６％、日本が１４.４％ということなんです

ね。日本の補聴器の保有率は半分以下の理由ということで、やはり補聴器が高過ぎる、こういうことで

すね。片耳でも２０万から４０万、両耳だと、やはり５０万にもなると、そういうことが言われており

ます。 

 そこで、再質問なんですけども、先ほど町長から答弁があったんですけども、障害者支援法に基づく

補装具被支給制度の対象ってことで、数、言われましたね？ ２３件ということなんですけども、例え

ば、障害者手帳を交付され、この、両耳の聴力のレベルは幾つ以上を、要するに、対象にしているのか

と、それをお聞きしたいと思います。 

○議長【田村 稔君】 健康福祉課長。 

○健康福祉課長【梅沢正春君】 はい。まず、補装具として支給されます補聴器について、こちら、条

件としましては、身体障害者手帳をお持ちの方ということでなっておりますが、申し訳ありません、実

際、具体的にどれぐらいの方が、このレベルの方が身体障害者手帳の対象になってるかは、ちょっと手

元に今資料ありませんのでお答えできません。また、軽度・中等度のほうであれば、こちらは両耳の聴

力レベルが３０デシベル以上７０デシベル未満ということで、こちらはレベルのほう、決められており

ます。 

○議長【田村 稔君】 稲葉 弘君。 

○１４番【稲葉 弘君】 今、課長からあったんですけども、例えば、聴力レベルが７０デシベル以上

ということですと、例えば、これは４０センチ以上離れると会話が聞き取れない、そういう難聴者が対

象ですよね。ですから、やっぱり高度の難聴に限定されると。それが今の制度なんですよね。ですから、

私はね、中軽度でもやはり補聴器が使えるようなね、それがやっぱり必要なのではないかということで

す。 

 先ほど、町長からですね、要するに、補聴器だけが有効な方法じゃないんだと、そういう話もされま

したけども、２０１７年に開かれた国際アルツハイマー病会議で、英国の雑誌「ランセット」という雑

誌があるんですけども、国際委員会が難聴が認知症の最大の予防可能なリスク因子だと、こういうこと

を言ってるんですね。それと、あと、専門家の方からは、補聴器は進行してからではなく、早くから使

用することが必要ですと。また、ＷＨＯの国際保健機関では、中程度から装備を維持していると、そう

いうことを言ってるんです。 

 私、これ、調べたんですけども、補聴器購入に対する自治体の支援例ということで、全国的にやって

ますけども、例えば、６５歳以上ということで、東京都が進んでるんですけども、東京都は中央区、墨

田区、江東区、豊島区、葛飾、江戸川区で実施してて、助成額が３万５,０００円から２万円、そうい

うことですね。福岡県の粕屋町っていうんですか、これは助成額が５万円ということで、これは住民税

非課税世帯、そういうことなんです。ですから、私はそういう点でね、今の高齢化社会、あるいは、こ

れから元気なお年寄りをもっと社会に貢献してもらうと、そういう点でですね、やはりこの補聴器の購

入はですね、国などでやるのが本当だと思うんですけども、やはり自治体でこれだけやってるわけです

から、取り組む必要があるんじゃないかと、そういうことで、もう１回ですね、町長から答弁をいただ

きたい、そういうふうに思います。どうですか。 
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○議長【田村 稔君】 町長。 

○町長【星野光利君】 先ほど申し上げましたように、栃木県内でもまだ宇都宮市だけがその助成をし

てるということであります。答弁のとおり、これについては、もう少し研究をさせていただきたいと思

います。 

○議長【田村 稔君】 健康福祉課長。 

○健康福祉課長【梅沢正春君】 先ほど議員からご質問のありました、手帳のときのレベルですね、聞

こえるレベル。それについてお答えいたします。まず、４級の方、こちらですと、両耳の聴力レベルが

それぞれ８０デシベル以上の者ということになっております。また、６級につきましては、両耳の聴力

レベルが７０デシベル以上の者。また、片側耳、片方の耳の聴力レベルが９０デシベル以上の者という

ことで、手帳の等級のほう、決まっております。 

 以上です。 

○議長【田村 稔君】 稲葉 弘君。 

○１４番【稲葉 弘君】 もう１点質問なんですけども、やはりそういう点でね、今、１,４００万人

ぐらいいると、そういうことを言われてますよね。ですから、そういう点で、もう１点再質問なんです

けども、やはり早期発見のための聴覚検査ですね、やはりこれをね、健診項目にですね、やはり必要、

含めるべきじゃないかと、そういうふうに考えてるんですけど、その考えですね、どういうふうに考え

てるのか、ぜひこれをお聞きしたいと思うんです。 

○議長【田村 稔君】 健康福祉課長。 

○健康福祉課長【梅沢正春君】 ただいま議員からありました健診項目に加えたらいかがかということ

でございますが、これにつきましては、特に、現時点で国の方からそのような動きございませんので、

その動きを見ながら検討の方はさせていただきたいと思います。 

 また、先ほど町長の方の答弁でもありましたが、加齢性難聴におけます補聴器の有効性ということな

んですが、加齢性難聴といいますのは、難聴の中でも、難聴も２種類ございまして、その中の感音難聴

というもので、耳の内耳から脳までの間の神経のどこかに不調があって起きる難聴ということでござい

ます。この難聴につきましては、確かに補聴器の使用は有効、と言いますが、いろいろな方法がある中

では一番いいというレベルで、感音性の難聴というのは非常に治療の難しいものだと言われております。

そのため、仮に補聴器が有効と言われていましても、著しく神経の方が傷んでいる場合には、補聴器で

はやはり間に合わないという状況もございます。また、先ほど、やはりこれも町長の答弁にありました

が、加齢による難聴というものは、必ずしも耳の不調によるものだけではなく、それ以外のもの、先ほ

ど町長の方から加齢による脳の機能低下ということもありましたが、そのような場合には、当然、補聴

器の方は効果をなさないということございます。このように、加齢による難聴に対する補聴器の効果と

いうのは非常に限定的なものと、今の時点では言わざるを得ませんので、その点も加味しまして、補聴

器の件につきましては検討させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長【田村 稔君】 稲葉 弘君。 

○１４番【稲葉 弘君】 ぜひそういう方向でね、１つでもいい方向ですね、検討をお願いしたいと、
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そういうふうに思います。 

 次に、２点目の熱中症対策なんですけども、（１）としてですね、町民への啓発はどのように行って

いるのか。特に高齢者への注意喚起はどのように行っているのか。 

 ２番目が、生活保護者、低所得者へのエアコン設置などの支援についての考えはということです。 

 ３番目が、小・中学校の体育館へのエアコンの設置の考えはということで質問をさせていただきます。 

○議長【田村 稔君】 執行部の答弁を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいまのご質問の１点目についてお答えいたします。 

 熱中症の町民への啓発については、その危険性と予防のポイント、なってしまったときの具体的な対

策などについて、「広報かみのかわ」やホームページにて周知に努めているところでございます。今年

の７月末に、上三川町内にお住まいの８３歳の男性が、熱中症がきっかけとなりお亡くなりになるとい

う大変痛ましい事故がございました。亡くなられた方のご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご家族

へお悔やみを申し上げます。報道があった翌日、私から指示を出しまして、かみたんメールでお知らせ

をしたところであり、天候等を鑑みまして、今後も臨時的な注意喚起を行っていきたいと考えてるとこ

ろでございます。 

 また、高齢者への注意喚起につきましては、町職員が高齢者宅へ訪問したときやイベントで顔を合わ

せたときなど、さまざまな場面でかかわりを持つ際は、随時声かけを行うなどして注意喚起を図ってい

るところでございます。熱中症対策については今後とも町民の皆様に、より広く伝わる方法で注意喚起

を図っていきたいと考えておりますので、ご理解とご協力をお願いしたく存じます。 

 次に、ご質問の２点目についてお答えいたします。 

 生活保護受給者については、平成３０年度の厚生労働省の生活保護法による保護の実施要領の一部改

正により、平成３０年４月から、支給要件に該当すれば、冷房器具の購入費用として５万円の範囲内で

保護費の支給が認められることになりました。なお、本町における生活保護に関する事務については県

の所管であり、本町は相談窓口となっておりますので、このようなケースの相談があった場合には、相

談者に対しこの制度について説明するとともに、県に対しましては早急に、当該相談内容をつないでま

いります。 

 また、低所得者については、現在、エアコン設置に係る助成制度はなく、現時点では制度を創設する

予定はございませんが、フルタイムや希望の仕事につけないため所得が低くなってしまっている方に対

しましては、就労につなげるとともに、それでもなお生活に困窮する場合には、生活保護制度の案内を

するなどして支援していく考えであります。 

 以上で、ご質問の１点目と２点目について答弁を終わります。 

○議長【田村 稔君】 教育長。 

（教育長 森田良司君 登壇） 

○教育長【森田良司君】 ただいまのご質問の３点目についてお答えします。 

 近年、地球環境のさまざまな変化が進む中、体育館での健康管理の必要性は十分認識しております。

屋内外の活動を問わず、児童生徒の熱中症予防等に細心の注意を払えるよう、町教育委員会では校長会
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と連携し対応しております。小・中学校では、各教室や体育館に温度計、湿度計、あるいは暑さ指数計

等を設置し、児童生徒の体調や環境の変化に注意を払いながら教育活動を実施しているところでござい

ます。また、体育館における授業や諸活動については、暑さが厳しく運動制限などが必要な場合、活動

時間を入れかえ、比較的涼しい時間帯に授業等を行いながら対応しております。 

 さらに、中学校における体育館を利用した部活動では、適宜、水分を補給したり、休憩を設けたりす

るなど、生徒の体調管理を第一に、きめ細やかな対応に努めているところでございます。 

 現在のところ、多額の費用を要することから、体育館への空調設備を行う予定はございませんが、今

朝のニュースなどでも取り上げられていたようですけども、国や県の補助事業などにより設置が可能な

場合には研究をしていきたいと考えております。 

 以上で答弁を終わります。 

○議長【田村 稔君】 稲葉 弘君。 

○１４番【稲葉 弘君】 それでは、私の方から何点か質問なんですけども、先ほど町長からですね、

答弁があったんですけども、生活保護のエアコン設置ということで、平成３０年度から一部ってこと

で５万円以内に認められた、そういうことなんですけども、今、県の社協ではですね、クーラーの設置

を認めております。これは社会福祉基金ということで、上限が１０万円以上、連帯保証人はなし

が１.５％で、３年間で償還ということですね。聞いてみたんですけども、この実績はどうなんだとい

うことで聞きましたらば、宇都宮２０件、壬生が１件、上三川ゼロ件なんですよね。ゼロなんです。で

すから、先ほど町長からですね、上三川でも老人の方が、８３歳の方が亡くなっていますので、ぜひで

すね、そういうことでこのエアコンの設置をね、お願いしたいということです。 

 そこで、お聞きしたいんですけども、上三川町の生活保護受給者というのは何人なのかということと、

その中でクーラーの入ってない人ですね、何人ぐらいつかんでいるのか、それをお聞きしたいと思いま

す。 

○議長【田村 稔君】 健康福祉課長。 

○健康福祉課長【梅沢正春君】 申し訳ありません。手元にただいま数字がございません。後ほどお答

えさせていただきたいと思います。 

○議長【田村 稔君】 稲葉 弘君。 

○１４番【稲葉 弘君】 ぜひね、調査をして答弁をお願いしたいと思うんです。ですが、やっぱり認

知症に対してね、やはり亡くなる方がおるってことで、ぜひね、こういう制度があるってこともお知ら

せをしてですね、そういう点で、ぜひね、命を守っていただきたい、そういうふうに思います。 

 もう１点はですね、再質問なんですけども、今朝のニュースでもやっておりましたけども、先ほど教

育長から答弁があったんですけども、今のところ、小・中学校体育館へのエアコンの設置は考えてない

ということなんですね。多額の費用がかかるってことなんですけども、今朝のニュースでは、東京都の

足立区ですか、東京都が３分の２補助ってことで、順次やっていくってことで、報道されておりました

よね。ですから、体育館はやっぱり災害時の避難所ってことだと思うんですね。ですから、そういう点

で、やはりそういう施設になるわけですから、県あるいは国に対してですね、もっと声を上げていただ

きたいってことで、ぜひそういう声をですね、県の方へも届けていただきたいと、そういうことを思っ
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てるんですけど、どうでしょうか。補助金の問題。 

○議長【田村 稔君】 教育長。 

○教育長【森田良司君】 先ほども申しましたように、体育館での健康管理の重要性は十分認識してい

るところでございます。今朝のニュースでは、東京都では最大３分の２の補助金というようなことがあ

るようですけども、そのほか、他県でもそのような動きが起きているような状況にございます。このよ

うなことを考えますと、やはりこの動きを生かしながら、教育委員会としても、教育委員会の連合会、

あるいはさまざまな教育団体を通して、補助金の要望などをこれから出していくことも考えていきたい

と思っております。 

 以上です。 

○議長【田村 稔君】 稲葉 弘君。 

○１４番【稲葉 弘君】 ぜひ、そういう方向でね、お願いしたいと思います。 

 それと、あと最後なんですけども、３番目ということで、幼児教育・保育の無償化について、２点ほ

ど質問をさせていただきます。 

 （１）が、無償化の範囲と対象は、ってことが１点です。 

 ２点目が、保育園の保育料に含まれていた３から５歳児の給食の副食費については、無償化の対象と

ならないのか、ってことでお聞きさせていただきます。 

○議長【田村 稔君】 執行部の答弁を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいまのご質問の１点目についてお答えいたします。 

 幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する３歳児クラスから５歳児クラスまでの全てのお子さん

と、０歳児クラスから２歳児クラスまでのお子さんのうち住民税非課税世帯を対象に、保育料が無償化

されます。また、幼稚園の預かり保育や認可外保育施設などを利用しているお子さんは、保育所入所と

同じ保育の要件を満たしている場合に限り、利用料や保育料が無償化の対象となります。 

 次に、ご質問の２点目についてお答えいたします。 

 保育所を利用している３歳児から５歳児までの副食費につきましては、これまでは保育料に含まれ、

利用者が負担しておりましたが、今般の幼児教育・保育の無償化に伴い、保育料と副食費は分割され、

保育料は無償となりますが、副食費は引き続き利用者が負担することになります。ただし、年収３６０

万円未満相当世帯のお子さんと、小学校就学前のお子さんから数えて第３子以降のお子さんにおいては

副食費も無償化の対象となります。 

 なお、栃木県の補助制度により、保育料実質無償となっていた第３子以降のお子さんの中には、第３

子以降とする基準が国と県により異なることから、国の基準においては副食費分の利用者負担が発生す

ることになりますが、そういったお子さんについても、県と町が協調して副食費相当分を補助すること

によって実質無償となる予定でございます。 

 以上で答弁終わります。 

○議長【田村 稔君】 稲葉 弘君。 

○１４番【稲葉 弘君】 はい、ありがとうございました。それではですね、私の方から何点かなんで
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すけども、再質問なんですけど、３歳から５歳の保育料無償化されますけれども、副食材費は実費徴収

となるということなんですね。実費徴収っていうことになると、一人一人に新たな請求書を出してです

ね、副食材費を請求する必要が出てくるのではないかと、そういうふうに考えております。保育所で発

生する実務負担の軽減ということをどのように考えているのか、どのようにこれから対処するのか、そ

れをお聞きしたいと思います。 

○議長【田村 稔君】 子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長【田仲進壽君】 はい。先ほどの町長の答弁と重複するところがございますが、改め

て、副食費についてご説明させていただきたいと思います。 

 今まで３歳から５歳児で保育の必要があったお子様については、保育園等の保育料に副食費代が含ま

れてた、そういった考え方がございました。このたびのですね、幼児教育・保育の無償化に伴いまして、

保育料を無償化する、その代わりと言っては何ですが、副食費、給食費のおかずやおやつ代だけですね、

その部分を今まで含まれてた保育料とは別に、実費で親御さんに負担していただく、そのような制度の

改革がなされることになります。 

 現実にはですね、保育料が、例えば、毎月３万円払っていたっていうようなご家庭であれば、今まで

払っていた保育料が３万円に対して、今度は実費徴収の副食費代が４,５００円というような金額設定

がございますんで、実質２万５,５００円の減額になるというような考え方でございます。その副食費

の実費徴収に関しましては、各園の方が親御さんの方から直接受け取るというような形でございまして、

町の方には副食費代分について入ってくるような予算、予算といいますか、そのような流れではござい

ません。 

 以上です。 

○議長【田村 稔君】 稲葉 弘君。 

○１４番【稲葉 弘君】 課長からそういう答弁なんですが、そうしますと、結局、負担にはならない

ってことで、よろしいんでしょうか。 

○議長【田村 稔君】 子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長【田仲進壽君】 先ほどの町長の答弁の後半部分にございましたようにですね、今ま

で第３子、県と町が基準にしている第３子の数え方があるんですけども、その、今まで第３子として保

育料が無料だったお子さん、そういった方がですね、今般の幼児教育・保育の無償化の制度改正によっ

て、国の方の基準としては第３子ではなく、第１子、第２子というふうなカウントの仕方をされる方も

いらっしゃいます。そういった方は保育料が無償だったものが、改めて副食費だけ４,５００円とられ

る、徴収されるというような方も実質いらっしゃいます。そういった方に関しましては、県と町が協調

して補助をすることによって、その４,５００円も無償化するというようなことを、今、整備しており

ますので、実質その不利益を被るような方はいらっしゃらないというふうに考えております。 

 済みません、つけ加えて申し上げますと、その４,５００円、先ほどから申し上げておりますが、こ

れは、各保育園、幼稚園の方で設定する金額がございます。実際に４,５００円以上の副食費代を設定

する保育園、幼稚園に関しましては、実質、親御さんが、例えば、副食費を５,０００円に設定する保

育園がございましたらばですね、差し引き５００円分を徴収するようなこともあります。 
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 以上です。 

○議長【田村 稔君】 稲葉 弘君。 

○１４番【稲葉 弘君】 わかりました。それでは、もう１点なんですけども、滞納の問題、これも出

てくると思うんですけども、国の基準では世帯収入３６０万円を超える世帯ってことで、保育所に３人

以上在籍してる場合は月４,５００円前後の食材費の支出が発生すると、支払いが発生するということ

なんですけども、この副食材費ですか、の滞納による保育の利用を中止をする、こういうことも当然、

出てくると思うんですけど、これの対応ですね、どういうふうに町の方で考えているのかお聞きしたい

と思います。 

○議長【田村 稔君】 子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長【田仲進壽君】 その副食費の滞納があるご家庭に関しまして、保育の認定を取り消

すとか、そういったことはございません。ただ、その副食費が実際、滞納される家庭はいらっしゃるん

であろうと、そういう推測はしておりますが、そういった場合ですね、方法の一つとしてですね、児童

手当の受給する金額の中からですね、副食費に充当するような制度設計も国の方では考えております。

やるかやらないかは園との協議とか、そういったことがあっての話でございますが、一つとしてはそう

いった方法もございます。 

 以上です。 

○議長【田村 稔君】 稲葉 弘君。 

○１４番【稲葉 弘君】 今ね、課長から答弁あったんですけども、この全国の自治体で給食費の滞納

をですね、児童手当から徴収する向きが進んでいるということで、中学卒業まで月額１万から１

万５,０００円ってことなんですけども、こんなことをしたらですね、やはり子供の貧困問題が一層深

刻になると思うんですね。私はそういう点で、無償化によってね、不要となる町独自の、自治体独自の

ですね、保育料の軽減ということで財があると思うんですけども、その財源幾らになるのかということ

と、その財源を活用してですね、この副食材費ですか、の免除の拡充の考えはないのかということでお

聞きしたい。 

 全国的にはですね、秋田県、あるいは兵庫県の明石市、あと東京都の板橋区では助成することを決め

ております。ですから、そういう点で、町の方としてもですね、やはりそういう取り組みが必要なんだ

と思うんですけども、どうなんでしょうか。そういう考えはないんでしょうか。 

○議長【田村 稔君】 子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長【田仲進壽君】 まず最初にですね、今般の幼児教育・保育の無償化によって、町が

支出する財源に余裕が出るというようなことではございません。逆にですね、私の方で試算した結果で

すね、次年度以降、子育てのための施設等利用給付、それから、子どものための教育・保育給付、いず

れもですね、今後、増加していくものというふうに推測を立てております。 

 そんな中ですね、０歳から２歳児で副食費の免除の非該当のお子さんたち、そちらと幼児教育を受け

てる、いわゆる１号認定のお子さんたちの副食費、さらにはですね、幼稚園に通ってるお子さんの中で

預かり保育等を利用する方たちもいらっしゃると思います。そういった方たち全ての方の副食費代を町

で賄うとすると、かなりの支出もさらに加算されることになると思います。仮にですね、副食費で、幼
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児教育を受けてる１号認定のお子さん、これをですね、県と町の第３子まで拡充して行った場合、町が

持ち出す負担額でございますが、該当するお子さんは１４名ほどいらっしゃるというような、現時点で

の認識です。その１人当たり４,５００円程度の副食費代がかかりますんで、計算しますと、１カ月当

たり６万３,０００円、年間にしますと７５万６,０００円っていうことになります。それをさらに拡充

してですね、全てのお子さんを対象に副食費を免除した場合、こちらは年間で３,５００万円以上、町

の持ち出しが必要になるような試算を出しております。ですので、現時点では、そういった副食費の免

除の対象者を拡充するようなことよりも、保育施設等のですね、受け皿確保を重視して、待機児童の解

消を先に考える方が得策かなというふうに担当としては考えております。 

 以上です。 

○議長【田村 稔君】 稲葉 弘君。 

○１４番【稲葉 弘君】 やはり公的保育ってことになればですね、やはり無償化が当然だと思います

よ。 

 あと２点質問させていただきたいんですけども、もう１点はですね、内閣府が２２日に自治体に送付

した１０月からの特定教育保育費の告示案では、今回の給食費の実費徴収によって、３歳から５歳の子

供の１人当たりの基本的な運営費が実質的に月額６００円引き下げられる、そういうことが明らかにな

りました。標準的な定員９０人の保育園で、年間６０万以上の減収ということです。これはですね、保

育所の運営に打撃を与えて、保育の質を低下させかねません。そこでですね、これは東京都の場合なん

ですけども、この町の負担というのはそういうことになりますとね、幾らぐらい見込んでいるのかお聞

きしたいと思うんです。分かれば、お願いしたい。 

○議長【田村 稔君】 子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長【田仲進壽君】 はい。この無償化に伴いまして、町の歳出予算の変動も試算してみ

ました。今年度の当初予算プラス、先日ですね、補正予算可決いただきましたが、その補正予算を足し

合わせますと、おおよその数字で申し上げますと１０億６,０００万円ほどの歳出予算っていうことに

なります。次年度以降、それは１年間のうち１０月以降の約半年ですね、半年が無償化になった場合の

ケースで試算しております。来年度以降は１年間丸々無償化の予算を立てなければなりません。そうし

たときに、１年分の予算を試算したところ、１０億９,０００万ですので、年間で１年後には３,０００

万ほどの歳出の増加になろうかというふうに試算しているところでございます。 

○議長【田村 稔君】 稲葉 弘君。 

○１４番【稲葉 弘君】 それでは、最後なんですけども、一番聞きたいことなんですけど、幼児教育

無償化でですね、待機児童問題は解消するのかということをお聞きしたいと思います。今、ちょっと課

長にお聞きしたらですね、大山保育園、上三川保育園、蓼沼保育園、ふざかしおひさま保育園、あと、

上三川幼児園、あけぼし保育園、ゆいのわ保育園ってことで、これで定数枠ですね、浮いてるのが３３、

今、計算しましたら浮いてるってこと、空いてるんですよね。これで本当に待機児童を吸収できるのか、

どういうふうに考えてるのか、それをお聞きしたいと思います。 

○議長【田村 稔君】 子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長【田仲進壽君】 はい。まず、待機児童の状況でございますが、公式的に新聞報道で
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なされています４月１日現在の待機児童は、上三川町に関しましてはゼロ人でございました。それは８

月４日の下野新聞の報道でも出されていたかと思います。 

 先ほど空きがあるというお話いただきましたが、その実態を申し上げますと、主に空きがある部分に

ついては、３歳から５歳児クラスが空いているような状況でございます。０歳児から２歳児クラスにつ

いては、どこの保育施設も満杯状態といいますか、定員にほぼ近い数字になっております。なおかつで

すね、今後、０歳児の誕生、０歳児の入所希望者の方も年度末に向けてどんどん増えてきますので、待

機児童の方はこれから先ですね、増えて出てくるのかなっていうふうに予想しております。 

 今般の幼児教育・保育の無償化によってですね、待機児童が解消されるのかどうか、そういったお話

になりますと、逆にですね、幼稚園に通ってらっしゃる方の保育料は無償化される。なおかつ、幼稚園

が大体２時ぐらいに終わりとすると、その後のですね、夕方までの預かり保育、そういったものも利用

しやすくなる、というようなことを考えると、幼稚園に通わそうというような親御さんも増えるのでは

ないかなというふうに考えております。 

 そういったことであれば、幼児教育の方を選んでいただく親御さんが増えれば、保育園に通うことを

希望するニーズの方は、若干、横ばいなのか、下火になるのか、ちょっと何とも申し上げられませんが、

そこは、若干、落ちつくのかなというふうに考えております。とはいえ、現状で０歳児から２歳児の保

育を希望する親御さんは多いので、そこに対する町の方の受け皿の確保というのは必要なのかなという

ふうに、現時点で考えております。 

 以上です。 

○議長【田村 稔君】 稲葉 弘君。 

○１４番【稲葉 弘君】 ぜひ、そういう方向で取り組んでいただきたいってことでお願いいたします。 

 以上で終わります。 

○議長【田村 稔君】 健康福祉課長。 

○健康福祉課長【梅沢正春君】 先ほど、稲葉議員のご質問の中で、生活保護受給者数についてのご質

問がありました。平成３１年３月末時点で１６３世帯、２１３名でございます。ただ、エアコンの設置

については把握していないというのが現状でございます。 

 以上です。 

○議長【田村 稔君】 １４番・稲葉 弘君の質問が終わりました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【田村 稔君】 一般質問途中でありますが、本日はこれで延会といたします。お疲れさまでし

た。なお、明日６日も午前１０時から一般質問を行います。 

午後２時４０分 延会 


